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  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長あいさつ 

   〔社会福祉課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

     ②議案第４５号 那須塩原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

     ③議案第４６号 財産の無償譲渡について 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔子ども課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔高齢福祉課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

     ②議案第３８号 平成２３年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

     ②認定第 ５号 平成２２年度那須塩原市介護保険特歳入歳出決算認定について 

   〔保健課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

     ②議案第３６号 平成２３年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     ③議案第３７号 平成２３年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 ただ今から福祉教育常任委員会、あ

わせて決算審査特別委員会第２分科会を開会いた

します。 

  皆さん、おはようございます。９月の定例会の

常任委員会に出席をいただきまして、ありがとう

ございます。私たちが福祉教育の常任委員となり

まして、早いもので２回目の審査を行います。委

員の皆様におかれましては、市民の負託にこたえ

るよう、慎重に審査をされますようお願い申し上

げます。 

  それでは、今定例会における委員会の審査の方

法について、申し上げます。 

  審査は、各担当課ごとに行い、それぞれ常任委

員会審査、決算特別委員会第２分科会の順に審査

いたします。審査の日程はお手元に配付の次第の

とおりといたします。 

  本日12日は保健福祉部の審査とし、５時前に保

健福祉部が終了しても、教育部は13日からといた

します。 

  今定例会で当常任委員会に付託された案件は、

一般会計及び特別会計の補正予算案４件、条例案

１件、その他の案件２件の計７件、当決算審査特

別委員会第２分科会に付託された案件は、一般会

計及び特別会計の決算認定案件５件でございます。 

  各委員には、慎重な上にも自由闊達な審査をお

願いし、円滑な進行にご協力くださいますようお

願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 午前１０時００分 

○伊藤委員長 それでは早速保健福祉部から審査を

始めます。 

  初めに、長山保健福祉部長からあいさつをいた

だきます。 

○長山保健福祉部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、まず社会福祉課の常任委

員会審査を行います。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （議案第35号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第４５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第45号 那須塩原市災害

弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （議案第45号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「１点だけいいですか」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それではせっかくですので、改正内容

はもちろんわかるんですが、この中でそれぞれ年

利に関して今回変更があるわけですけれども、保

証人を立てた場合には、無利子という括弧書きが

あるわけですね。これに関しては、保証人として

の規定的なものはあるのか、お伺いをいたします。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 こちらは、保証人としては

市内にお住まいの方が保証人になるということで、

そのほか税金等の滞納がない等々、そこら辺の規

定がございます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そこら辺の規定というのは、その規定

があると受けとめていいんですね。ほかにはない

わけですね。 

○阿久津社会福祉課長 そうですね。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決をいた

します。 

  議案第45号 那須塩原市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部改正についてを原案のとおり可

決すべきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第45号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第46号 財産の無償譲渡

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （議案第46号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、シンプルな質問なんです

けれども、無償譲渡しなければならない、または

無償譲渡することのメリットですね、その辺の説

明をお願いします。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 こちらについては、今まで

社会福祉協議会に補助金を出して市で運営をして

いたということなんですけれども、今回譲渡する

ことによって、いわゆる社会福祉協議会の事業の

中で弾力的な、いわゆる資金面、それから運用面
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につきましても、弾力的な活動ができるというこ

とで、よりこの多機能型事業所の効果といいます

か、効率が高まるということで、譲渡するもので

す。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員、よろしいですか。 

○鈴木委員 ちょっと勉強不足だから、いいです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第46号 財産の無償譲渡についてを原案の

とおり可決すべきものとすることで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第46号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を一たん閉会し、決算審査特別委員会第２分科

会審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （認定第１号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ちょっと委員長、いいですか」と言う

人あり〕 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今説明をいただいたんですが、歳入に

関しては触れないんですか、全く。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

○阿久津社会福祉課長 歳出を中心にということで

ご説明をさせていただいたんですけれども、もし

歳入…… 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 はい、どうぞ。 

○吉成委員 従来説明いただいていたのは、歳入を

ぱっと説明していただいて、細かいことについて

は歳出の部分で、またご説明しますという、丁寧

に説明していただいていたので、わかりやすかっ

た部分があると思うんですが、ちょっとわかりに

くいなと思って今聞いたものですから。 

○伊藤委員長 課長、よろしいですか。 

○阿久津社会福祉課長 （認定第１号歳入について

説明。） 

○伊藤委員長 これで歳入歳出両方の説明をいただ

きました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  議長。 

○君島委員 先ほどの議案第46号 財産の無償譲渡

の関係なんですけれども、これは社会福祉協議会

に譲渡するまでは委託していたということですが、

この委託料はどこで支出されているんですか。 

○阿久津社会福祉課長 失礼しました。委託という

ことではなく、社会福祉協議会が運営している事

業に対して、市から補助金を出しているというよ

うな形で事業をしてございます。それまでは指定

管理ということで運営をしておったんですが、平
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成20年度から、いわゆる社会福祉協議会の事業と

して運営をしているということでございます。 

○伊藤委員長 君島委員。 

○君島委員 そうしますと、社会福祉協議会の補助

金の中に一括で入っているという考え方でよろし

いですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 はい、そういう形でござい

ます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは何点か聞きたいと思います。 

  それでは93ページ、１項１目の中の民生児童委

員の活動費についてなんですが、先ほど説明はい

ただいたんですけれども、その中で以前と比較を

すれば民生委員が受ける相談というものが変わり

つつあるんだと思うんですね。もちろん、生活保

護の申請等の相談業務というのは以前からやって

いますから、そこは余り変わりはないんだろうと

は思うんですが、そのほかでいえば、例えばＤＶ

であったり虐待であったり、そういったことも民

生委員の方々が受ける可能性は非常に高いんだと

思うんですね。 

  それで私が聞きたいのは、そういった社会変化、

社会状況の変化に対して、どのような民生委員の

人たちに対する研修が行われているかという点を

１点お聞かせ願いたいと思います。 

  あとは、95ページの、単純なことでちょっとお

聞きしたいんですが、一番上、ふれあい広場の下

に子どもの遊び場の整備事業と毎年載ってきてい

るものですが、これはよくわからないので、説明

いただければなと思います。 

  それから、98ページの自立支援関係になってく

ると思いますが、その中で１項２目、障害者福祉

サービス費ということで、扶助費として約９億の

費用が使われているわけですけれども、これに対

して細かい説明というのはないわけですよね。毎

年こういうふうな表現のされ方をしているわけで

すけれども、現実としては、その中身として幾つ

もの事業があるわけですよね。例えば介護事業で

あれば居宅であったり、それから訪問であったり

行動の援護であったり、療養介護であったり、い

ろんなものが幾つかあるんだろうと思うんですが、

そういった別というのは、当然資料として皆さん

は持っていらっしゃると思うんですが、これは報

告書のつくり方という問題にもちょっと関係はす

るんでしょうけれども、余りにもこれはざっくり

し過ぎちゃって、中身を我々が精査するといって

も、精査のしようがないんだろうと思うんですよ。 

  例えばその事業が17あります。それに対して、

約９億円使っていて、パーセントの割合として、

ここに何％、これに何％、金額はなしでもですよ。

そのぐらい、もし報告してあれば、我々も見てす

ごくわかりやすいと思うんですが、その点をちょ

っと確かめさせていただければと思います。 

  すみません、あとは思い出したらで。いいです

か。 

○伊藤委員長 今、吉成委員のほうから３点ほど質

疑がありました。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 では、93ページの民生児童

委員さんの社会変化に対する研修の状態のところ

でお話をしますけれども、これについては、各民

生委員、地区の民協、民生委員協議会というのが

ございまして、もちろんご存じだと思うんですが、

地区民生委員協議会の中で、それぞれに研修会

等々を開催したり、また定例会等ございますので、

その定例会の折に、各民生委員でケースを持ち寄

って議論をしたりというようなことで交流、それ



－75－ 

から意見交換等を行うほか、また民生委員連合会

の中で、中堅の民生委員さんの研修会であるとか、

また県主催の研修会等に民生委員協議会として参

加をしているということで、アップ・ツー・デー

トの、その問題に対してスキルアップを図ってい

るというような状況でございます。 

  それから、95ページの子どもの遊び場整備事業

というのは、こちらについては社会福祉協議会の

中に、簡単に言うと長寿センターの２階…… 

○玉木参事兼福祉事務所長 自治会にある、いろん

な高林の子どもの遊び場とか、高砂町にあるやつ

とかを一括してやっている。補助金は社会福祉協

議会。 

○阿久津社会福祉課長 その中で、遊具等の…… 

〔「こっち向いて」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 失礼しました。 

  危険遊具等の撤去の費用であるとか、そういう

地区の中の遊び場の整備を社会福祉協議会に補助

金として出しているという内容でございます。 

○伊藤委員長 吉成委員、よろしいですか。 

○阿久津社会福祉課長 もう一つ、98ページの自立

支援事業の委員ご指摘の中で、分析といいますか

内容等々の表があれば大変わかりやすいというこ

とで、こちらは事務局として、大変説明の体制と

いうものが不備であったということで、こちらに

ついては次回以降、今回も必要であれば内訳表を

提出した上でご審議いただくということも可能で

ございますけれども、その内容をちょっと、尐し

お話ししたほうがよろしゅうございますか。 

○伊藤委員長 説明を求めます。 

○阿久津社会福祉課長 主なものとして、介護給付

費の中で大きいものについては生活介護が２億

3,369万9,058円。それから、そのほか施設の入所

ということで、6,588万6,378円。それから、児童

デイの給付ということで、6,922万2,042円。その

ほか居宅介護であるとかケアホーム、短期入所、

療養介護等の給付費を出してございます。 

  また、訓練給付でございますけれども、訓練給

付につきましては、生活訓練、それから就労移行

というものが多うございまして、就労移行は

7,136万6,148円。生活訓練が6,162万9,732円。そ

れから就労継続ということで4,683万8,100円。そ

のほか、グループホーム、それから機能訓練等が

ございます。 

  そのほかに、救護施設の支援ということで、自

立支援法の施行から移行しました、その給付とし

まして、２億410万800円。それから、特定障害者

の特別給付費が2,036万382円。それから、サービ

ス医療計画の作成費、こちらが20万4,000円。次

に、高額障害福祉サービス費が14万6,070円。療

育介護医療費が99万8,738円。療養介護医療費、

これは食費のことですけれども、こちらが１万円

ということで支出をしてございます。 

  資料の不備がございまして、大変失礼いたしま

した。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の件ですけれども、できれば簡単な

資料でもいいですし、この報告書自体をどういう

ふうにするかという問題は内部でということにな

るんでしょうけれども、もし資料的なものを出し

ていただけるならありがたいなと思います。 

  それから同じように、98ページ、その下にある、

今度は医療費なんかもそうですよね。医療費に関

しても、当然更生医療推進育成医療費であったり、

分かれるわけですよね。でも、ここはやっぱりず

ばり、金額的には出ていないわけですね。その辺

の別も載せていただけると、すごくわかりやすい

んじゃないかなという気がします。これは要望と

して、もし聞いていただければということですの
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でお願いします。 

  あと、122ページ。生活保護費なんですが、先

ほど歳入の37ページでも触れていましたけれども、

返還金という形で視力障害がないのにとか、これ

は社会的にもちょっと、北海道のところで問題に

なった事例だったと思うんですが、そのほかにも

78条、それから生活保護、多く払われていたもの

に対して、返還金という形でここに３つほどあり

ましたけれども、実際に本市における不正給付の

実態というのは、どのようになっているのかとい

うのが１点。 

  それから、毎年これだけふえてきている生活保

護費に対して、定期的な訪問というのはされてい

るんだと思うんですね。その際にケースワーカー

の方々が行っていらっしゃるわけですけれども、

人的な部分で足りているのか、その部分も非常に

心配する部分なんですが、その２点をお聞かせく

ださい。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今、委員ご指摘の別表等の

資料については、重々私どもも先ほどもご答弁申

し上げましたが、説明不足の点がございます。社

会福祉費全般にわたりまして、委員ご指摘のよう

な説明が十分つくような資料を、今後整備をして

いきたいというふうに考えてございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  それから２点目、122ページの返還金不正給付

の実態ということでございますけれども、こちら

については、例えば高齢者であれば、給付の途中

で、いわゆる年金受給が始まる等々がございます。

そちらの収入の認定といいますか、新規といいま

すか、そういうようなものや、当然65歳までの方

については、就労を支援したり、指導したりとい

うことで、長期的な就労につながらなくても、短

期的な収入につながる場合がございます。そのよ

うな場合には、毎月いわゆる収入の認定といいま

すか、申告といいますか、ご報告をしていただく

ようになっているんですが、そのようなものがな

かった。忘れてしまったということもございます

し、もしくは故意ということもございますけれど

も、そういうような不正受給の実態に至るという

ことで、銀行の預金の照会であるとか、あとはだ

れだれさん、仕事しているよというような、ご忠

告というんでしょうか、そういうようなもので実

態を把握したりしながら、この不正受給について

はしっかり、就労に向けて頑張っている方との平

等といいますか、そういうものを確保するために

も、原因を追及といいますか、発見して、しっか

りとした指導をしていくというようなことをして

いるんですけれども、なかなかすべて把握できな

いというのが事実でございます。 

  その背景には、先ほど吉成委員もご質問にあり

ましたように、人的なものということで、これは

この間の決算の答弁の中でもご報告を申し上げま

したが、法的には、いわゆる保護世帯80世帯に対

してケースワーカーが１人ということ、それから

スーパーバイザーという統括的な指導員が１人と

経理を専門に担務する職員が１人ということが義

務づけられてございます。 

  今般、３月末では640尐しということで、法的

な人数が出たんですが、今般の震災以降、実際に

保護件数等々は着実にという言い方はちょっと不

適切かと思うんですが、伸びてございまして、３

月末に641件だったものが、８月の末には695件と

いうことで、保護人数も930人を上回っていると

いうことで、現在の状況で言うと、年度末の状況

では１名が足りないよという状況だったんですけ

れども、現在の時点で言うと、さらにもう１名は

足りないような状況で、実際訪問は保護の格付け

といいますか、ランクといいますか、Ａ、Ｂ、Ｃ、
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Ｄということで、Ａは積極的に就労指導している、

それから高齢者等々についてはＣであるとか、施

設に入所している方はＢであるとか、そういうよ

うな格付けで１カ月に１回から半年に１回とかと

いう訪問の期間を分けて訪問しているわけなんで

すけれども、なかなかそのほかにも、いわゆる相

談件数と申しますか、保護に至らなくても、それ

までの相談であるとか、そういうようなものがあ

って、なかなか訪問して綿密な指導といいますか、

そういうケアができない状況が現実ございます。 

  手前の議論で申しわけないんですが、毎週ノー

残業デーというのがございまして、その中でやる

健康管理、それから家庭サービス等々を確保する

ということで、毎週火曜日がノー残業デーになっ

ているんですけれども、昨年から比べると、大分

残業時間は尐なくなってはいるものの、なかなか

定時で帰るということが難しい状況でございます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 丁寧に説明いただいたので、よくわか

りました。 

  現在、そうすると保護係としては何人所属され

ているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 スーパーバイザーを合わせ

て９名でございます。正職員は９名。それから、

自立支援相談員が２名、そのほか臨時職員でレセ

プトの入力等々で、時間はフルではございません

けれども、３名の方が勤務してございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 まずページで、歳入の23ページのと

ころで、これは障害者自立支援法の負担金として、

障害者の方に負担していただいている金額と98ペ

ージの自立支援法の事業ということで、自分たち

が生きていくということに対して、食べるという

こと、そういうことに対しても負担をさせるのは

どうなのだということで、今度法改正でこの辺の

ところの負担という部分が、なくなっていくと思

うんですけれども、そうしたときに、この個人の

負担金というのは、どの程度減ってくるんですか

ね。そうすると、税でやるということになるんだ

と思うんですけれども、その辺のところで大づか

みでいいので、ちょっとどのようにつかんでいる

のか、聞かせていただきたいというふうに思いま

す。 

  それと、93ページのところで、特定疾患患者見

舞金ということで、特定疾患の患者に対しての見

舞金を出していると思うんですけれども、この特

定疾患の見舞金を出すという以外に、これは医療

に関することなので、県が相談事業などはしてい

るんだと思うんですけれども、その辺のところ、

この対象者が669人ということで、見舞金をもら

っていない方ももちろんいると思うんですけれど

も、この辺で実際には特定疾患の患者の実数はど

のぐらいに把握していて、その人に対しての相談

事業的なものは、市で何か行っているか、県のほ

うで相談事業をしていると思うんですけれども、

その辺で入ってくる情報としては、市に提供され

る情報としたらどういうものがあるのか、聞かせ

てください。 

  それと、99ページのところで、ここで聴覚障害

者の相談支援事業の中で、手話通訳者の派遣事業

ということで、300万程度出ていると思うんです

けれども、実際にこの手話通訳者の派遣事業を市

としてこの300万円でしている、これはＮＰＯに

委託しているんだと思うんですけれども、この辺

のところのＮＰＯの安定的な経営というものを把

握しているかどうかを聞かせていただきたいのと。 
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  次に、要約筆記奉仕員派遣事業とかということ

で、この辺のところはやっぱり中途障害になった

人のところで、なかなか手話ではできないので要

約筆記で、この辺のところというものの事業を行

うのに、担っている人たちへのこの支援というの

は、委託金を出している以外の何か支援をしてい

るのか、聞かせてください。 

○伊藤委員長 今、早乙女委員から４点ほど質疑が

ございました。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 まず歳入の中で、いわゆる

その補助金、こちらは法律が変わると個人の負担

といいますか、そういう部分がどう変わっていく

のかというようなトレンド、傾向ということのご

質問だと思うんですけれども、不勉強で申しわけ

なくて、そこら辺の分析状況ですと、まだ及んで

いない状況なんですけれども……。 

○早乙女委員 これはいいです。 

○吉成委員 負担金がどうなるかという話でしょう。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 続いて、特定疾患の見舞金、

いわゆる県の相談事業以外に市への情報とかはあ

るかということなんですけれども、こちらの特定

疾患については、潜在的な患者といいますか、そ

こら辺は市の中で何人というものはつかんでござ

いませんけれども、特定疾患の見舞金を出してい

る方よりは、さらにまだ申請をしていない方とか、

あるいは特定疾患については、いわゆる所得制限

等々がございまして、所得制限以上の方について

は、そういう見舞金とはほかに制限がないような

こともあるので、ご自分で申請をされない方とい

うのも、中にはいらっしゃるのかなというふうに

思っています。 

  その相談事業については、健康福祉センター等

で申請の折であるとか毎月の相談会であるとか、

適宜相談を受け付けているというようなことで、

そのようなことをやっているという情報について

は、私どもで把握をしてございます。 

  それから、聴覚障害者、手話通訳や要約筆記等、

いわゆるＮＰＯの経営というんでしょうか、そう

いうものの安定化が図られているかどうかの把握

をしているかということなんですけれども、私ど

ものほうでＮＰＯの方にお願いをして、その運営

等々をしていただいているんですけれども、これ

で十分というような部分とは考えてございません

けれども、なかなか意義を理解して、そのような

現在の流れであるとか、その辺を勘案しながら改

善をしていくといいますか、常にその時代に合っ

たような応援といいますか、補助の委託をさせて

いただくような形で考えていきたいというふうに

思っています。 

  細かいところは把握していなくて、申しわけご

ざいません。 

○玉木参事兼福祉事務所長 特定疾患について、ち

ょっと補足説明をさせていただきます。 

  特定疾患については、厚生省が指定する特定疾

患治療研究事業というものの対象になっている病

気でございます。現在45ほどございます。これに

ついては、実施主体が県ということで、こちらで

は、県北福祉センターが担当しているということ

で、医療費の補助について、先ほど課長が説明し

ましたとおり、所得によっていろんな上限等があ

るんですけれども、これは県が行って、相談業務

も県が主体で、だから市の場合、保健師等が研診

時、それからいろいろな健康診断時にこれはおか

しい、ほぼ特定疾患じゃないかなという場合には、

保健所の場合は通報する。 

  それから、保健所で医療費の手帳を交付した場

合には、それをお見舞金が各市町村あるものです
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から、こちらへ来るように、市において手続をす

るようにというふうな指導をしていますので、現

行でこの特定疾患治療研究事業の対象になってい

る患者については、ほぼすべて見舞金が対象にな

っていくというふうに理解しておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員、よろしいですか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 特定疾患の場合は、もともと県のほ

うで見舞金が出るからということも話をしていた

だいて、つながっているんだという、前のところ

はなかなかそこら辺が、何か県と市町村のところ

の制度的なものが違っていたりして、つながらな

かったりして、知らないでいたという人がいたり

するんですけれども、最近はそういうことがない

ような連携はとられているということの認識で、

そこら辺は確認がとれたので、それはそれでわか

りました。 

  それで、自立支援法、頻繁に障害者の法律はこ

このところ変わっていて、変わるたんびに本人の

負担があったりなかったり、税であったり内容的

なものが変わったり、名称が変わったりしていて

追い切れないぐらいに変わっていって、きっと今

度は手話通訳に関する部分のところも、障害者に

関する部分のところが変更が出てくるのではない

かなというふうに思うんですけれども、その辺は

私も何か震災後、法律がどういうふうに変わった

かを追いかけていないので、この辺のところは法

の改正によって、どういうふうに変わってくるも

のなんですか。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 こちらは、先ほど平成18年

度の変更ということで、24年にまた一部変わると

いうことで、刻々資料等々が入っているという状

況でございますけれども、現在委員ご質問のよう

な手話通訳がどのような形になるかということは、

ちょっと現在つかんでおりませんので、申しけれ

どもございませんけれども、ご答弁できない状況

です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 なぜ聞くかというと、次の障害福祉

計画を立てるところに、計画の中にこういうもの

を事業として入れ込んでいけば、だからＮＰＯが

自主的にやっている形で今通訳を派遣していると

か、県の派遣制度、昔はよく県の派遣制度を使っ

て手話通訳者を派遣していた。それが市町村にも

ＮＰＯでしてくれるところに、市のほうが委託し

てやっている。それがもう尐し、制度的な歩調が

合って、ちゃんと聴覚障害者のところの、これは

生活を成り立たせる上でとても大切なものなので、

その辺がきちっとした位置づけになっていってほ

しいなということで、この手話通訳者派遣事業と

か要約筆記者の奉仕派遣支援事業という部分のと

ころが、どういうふうに盛り込まれていくのかな

と思ったので、その前段になる部分をお聞きした

ので、ぜひこの辺のところも意識しておいていた

だきたいというふうに思います。 

  それと、あと100ページのところの精神障害者

福祉事業ということで、実際に３障害が今まで

別々、精神も障害者自立支援法のところで受ける

ということになっているので、事業としては精神

の人も知的の施設を使うとか、そういうことがで

きるようになっているので、ここにあらわれてい

る金額でしか、精神障害者が使えている事業とか

サービスがないというわけではないんですけれど

も、今とても重複している障害の中で、知的障害

者の施設で、やっぱり精神と知的と両方入ってし

まうと、すごく支援が大変ということで、こうい
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う特に那須フロンティアのような事業者、地域生

活支援事業としてもⅠ型で入っていますけれども、

その辺のところで利用者というのは、やはりふえ

ているという、ニーズばかりだったり利用者のニ

ーズが書いてあったりするわけではないのでお聞

きするんですけれども、やっぱり知的障害と精神

障害複合の利用者というのは、相当今ふえている

という感覚なんですか。その辺のところの実態で

いいので、かかわっているところで聞かせていた

だきたいと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今、委員からのご質問の中

では、精神と知的の複合型といいますか、両方と

いうことなんですけれども、実際に那須フロンテ

ィアさん等でも、いわゆる相談事業等もやってい

るんですが、その中で当初も知的のお持ちの方が

途中で精神に入ってきたりとか、そういうような

事例は最近結構多いというふうに認識をしており

ます。 

  当然、その対応の仕方もより繊細にといいます

か、そのケース、ケースごとによって、かなり変

わる場面がございますので、ここら辺は柔軟に対

応していただいてはいるんですけれども、実感と

して、数字的なデータは持ち合わせてございませ

んけれども、そういう複合的な障害をお持ちの方

がふえているというような感覚はございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 自立支援法の、今までは知的障害者

だけということでしていたところに、やっぱりち

ょっと軽い精神というものは今までもありました

けれども、結構重い精神の障害をお持ちの方も、

知的障害者の施設を利用していて、職員のほうが

精神の知識がないんですね。知的を対応するとい

うことができても、精神のほうの対応のそういう

ものを実際習得せずに来ているということで、そ

の辺のところでの現場のところが十分に支援がし

切れているかという、そういうような観点で尐し

事業を見ていただくということがなされているか

なと、ただ今まで、自立支援の事業をやっている

ということではなくて、そういう変化に対応して

いる、対応を職員ができているかなという視点で、

ちょっと見ていることで気がついたことはありま

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今、委員ご質問は、いわゆ

る私ども職員が日々窓口対応の中で、そういうよ

うなスキルを持ち合わせた対応をしているかとい

うご質問だと思います。 

  職員でも、いわゆる県での初任者の研修会であ

るとか、尐しでもそういうような専門的な知識を

習得した上で、ケース・バイ・ケースで対応して

いくということ等々が求められるわけですけれど

も、委員ご指摘のように、なかなか知的障害に対

しての事例等々は、これまで大変多うございまし

た。ですので、対応についてもかなり柔軟に対応

できる状況はあるんですけれども、精神等ですと、

いわゆる医学的な見地といいますか、そういうよ

うなものがかなり必要といいますか、重要になっ

てくる。当然、窓口でそういう対応をする、診断

等々をするわけではございませんけれども、そこ

ら辺の研修等々がまだまだ十分になされていない

という実感はございます。当然、私どもとしても、

研修会に必ず１名は行ったり、帰ってきた者が、

また係等の中で回覧、それから研修等々情報交換

をしながら窓口対応をしていくというような形で、

尐しずつでもスキルアップを図っていきたいとい

うふうには考えてございますが、まだまだその緒

に付いたばかりで、先ほども委員ご指摘の複合障

害の利用者がふえてきている中で、対応がまだ十
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分に至っていないという認識はありますので、さ

らにそういう研さんを重ねていきたいというふう

に考えてございます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私も市の職員じゃなくて、施設の職

員がすごく、今まで知的障害者の施設は、要する

に３障害が一緒になるということではなくて、今

までは身体障害、知的障害ということで、市の分

野だとその二つで、それに精神が加わって、３障

害が全部市でしなきゃならない、施設のほうでも

知的だけに特化した施設が精神をということでし

ていることで、そういうところを利用している利

用者さんはいるわけですので、要するに、施設の

職員が戸惑いながら対応しているのが実態だとい

うところで、その辺のところも何か事業を行って

いる市町村でも気をつけておかなきゃいけないん

じゃないかなという思いで言ったことですので、

ぜひその辺を意識しておいていただきたいという

ことと。 

  あともう一つ最後に、122ページのところで生

活保護の実態なんですけれども、金額的にはこう

いうふうに生活扶助、住宅扶助、介護扶助、医療

扶助というふうに大きな扶助費が出ている部分の

ところで、私も生活保護の利用者さんを担当して

いて、高齢者が、やはり全体的に多いという部分

のところなんですけれども、ここ数年の中で高齢

者が増加しているという以外に、やっぱり就労で

きなくて高齢者になる前のところで、いろんな経

済状態、この22年度で、もちろん3･11以降の部分

というのはないですけれども、その前でもリーマ

ンショックがあったりとか経済状況が悪化してき

ているし、非正規雇用の人たちもふえてきている

中で、どうしても生活ということができなくて、

そういう高齢者でない方のふえている傾向という

のがどういうふうになるか、もしあれだったら薄

井さん、担当が長いので、その辺のところの実感

というか、この数値では私が読み取れない部分を

解説をしていただいて、何となくこういう傾向に

近年あるんだという、そこら辺をちょっと、この

金額の数字じゃなくて、実態として長いですもの

ね。すみません、そこら辺ちょっと教えていただ

けたらと思います。 

○伊藤委員長 薄井係長。 

○薄井保護係長 では、生活保護の累計というか、

高齢者、障害、その他というような枠組みをして

いるんですが、その傾向を大ざっぱに説明させて

いただいてよろしいでしょうか。 

  リーマンショックと言われた時期から、確かに

健康だけれども仕事ができない、そういう若い世

代がふえています。また、その傾向というのは、

実は一昨年の後半には若干減尐傾向にはなってい

ました。それまではどんどんふえていたんですが、

景気が持ち直してきたというのが尐しずつ影響し

て、減っていたのは事実です。 

  ここに記録としては出ていないんですが、相談

件数、実は昨年は若干減っている事実がございま

す。保護の人数はふえているんですが、相談が若

干減っている。それが震災以降、また仕事が見つ

からないということでふえている状態になってい

ます。 

  これは、ハローワークさんのほうの有効求人倍

率を見ていただいてもそうなんですが、震災の直

前までは、どんどん回復傾向、回復傾向といって

も0.6とかそういうことですので、３人相談に行

けば２人仕事があるよと。これでも一時は0.3と

かいうあれでしたから、回復傾向にあったという

ことです。 

  ただ、震災で確かに落ちたんですが、８月ぐら

いから、また回復感が、昨年に近い数字に戻って
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きている事実がございます。 

  先ほど言ったその他、健康だけれども仕事がな

い、こういう方についても、全国的にやはり同じ

傾向にあるんですが、このところ震災で直接影響

を受けているというのは、やっぱり東北圏と関東

の一部が一番大きいんですが、ここの部分につい

ても、回復傾向というか、そういう若い方の仕事

というのは、以前というのか、これまであったよ

うな傾向ほど震災の影響を受けない、レベルまで

回復はしている状態です。 

  あと、那須塩原市の状況でいいますと、実は那

須塩原市の場合は、その他の当たる被保護者の方

というのは、栃木県だったり全国に比べて低いん

ですね。那須塩原は若い世代が多いと言われてい

るんですが、なぜか高齢者の被保護者の人口が多

いです。例えば県の割合でいいますと、40％ぐら

いが高齢者なんですが、那須塩原で言うと46％と

いうふうに、那須塩原市は高齢者の方が多い。こ

れは何かといいますと、その他の当たる被保護者

の方なんですが、保護を受けても自立していく可

能性が高い。ですので、そういう傾向があるとい

うことで、その他の率が思ったほど那須塩原市は

伸びていない、そういうものが那須塩原市の現状

かと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私もやっぱり高齢者の部分のところ、

実感として高齢者の部分のところ、実感として高

齢者が多いし、そうなると、もうこの数はなかな

か改善していかないという部分のところでという

と、やっぱり年金とか、そういう部分の低年金者

がいるというところにも手をつけないと、きっと

だめなんだろうなと思って、この生活保護の制度

だけでは、もうどうにもならないなといつもその

実感はあったので。 

  それと、やっぱり市税とか法人市民税とか市税

とか、そういうものは微妙に回復してみたりとか、

微妙に落ち込んだりするというのが数字で出てい

るところと、この生活保護の増減というのは、一

致ではないけれども、どのぐらいで何となく、カ

ーブで言うと、どのぐらいで大体市民税とかの伸

びとか、法人市民税のあれで、そこら辺で関連と

いうのはあるんだろうとは思うんですけれども、

そこら辺のところを明解にというものまではわか

りませんか。 

○伊藤委員長 係長。 

○薄井保護係長 市民税の伸び、毎月とかそういう

形での統計というのはわからんですが、それを除

いたとしても、例えば経済的な傾向、それがどう

いうふうに反映してくるかというところでは、や

はりよく言われるのは、生活保護の担当の中でよ

く言われるのは、失業保険、これが大体30日、90

日、160日、こういう方は360日もらえる傾向にご

ざいます。大体、その傾向から見ると、大体経済

の動向から３カ月から半年おくれて実際出てくる

んじゃないかというのは一般的には言われていま

す。 

  具体的に、ちょっと調査したことはありません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 大丈夫です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ
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きものとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、社会福祉

課からその他で何かございませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課所管の決算審

査特別委員会第２分科会常任委員会を終了いたし

ます。 

  ここで、執行部入れかえのため、10分間休憩を

いたします。ご苦労さまでした。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時２８分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 子ども課所管の常任委員会審査を行

います。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荻原子ども課長 （議案第35号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

○鈴木委員 ８ページの２項２目、保育園運営費の

の伐採なんですけれども、何平米何本ぐらいかと

いうことと、その結果、効果はどのようなことに

なったのかを説明願います。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

○鈴木委員 失礼しました。予算なので、面積ぐら

いで結構です。 

○荻原子ども課長 けやきが５本ほどございます。

それとあわせて、桜が一、二本、やはり支障にな

るのかなというふうなことで、デジタルサポータ

ーの見立てによりますので、その分をやる予定で

おります。効果につきまして、若干鮮明にという

まではいかないんですけれども、若干映っておる

ものですから、これは伐採すれば、相当クリアに

映るんではないかというふうに思われます。 

○伊藤委員長 ほかにございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 ８ページのところの保育事務推進費

のところで、保育園民営化が候補者協会や委員会

任意謝礼ということで、とようら保育園の民営化

に関しての分を計上したということで、これは２

園も民営化になっていて、１園は予定どおりと。

１園はどこも手を挙げるところがなかったので、

もう一回やり直してということで決まったんだと

思うんですけれども。 

  それで、このとようら保育園の分というのは、

当初は考えていなかったので、今回になったとい

う、とようら保育園が民営化のスタートにいきそ

うになったので、これは謝礼を入れたという認識

でいいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 すみません。先ほどの説明はち
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ょっと不適切だったかと思います。 

  当初、予算を組んだ段階では、今年度の当初予

算で組んだものは３番目の民営化するための予算

を１園予定していたわけです。それがとようらか

どうかは抜きにして、３番目というようなことで

予定していました。 

  ところが、その後、東保育園を締め切った結果、

１社しか手が挙がらなかったというようなことで、   

との約束で一たんそれを凍結しまして、今年度改

めて募集をかけたというようなことから、３番目

予定していたものを東保育園に使わざるを得なか

ったというようなことで、改めて３番目の評価す

るための予算を今回組ませていただいたというよ

うな中身でございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 それに東保育園のところで、２回評

価委員会を開かなきゃならなかったので、後のと

ころのを先に使っちゃったのでということで、そ

れで足りなくなったわけですよね。それを今回、

またスタートということは、逆にさっき言ったと

ようら保育園が尐し可能性が出てきたので、足ら

ないままにしておくことができないという理解で

いいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 今募集していまして、16日が締

め切りなんですが、その結果を待たないと何とも

言えないんですけれども、手を挙げてからではも

う、12月補正というわけにはいきませんので、あ

らかじめこの予算は持っていないと評価員の委嘱

ができないというようなことから、今回組ませて

いただいたということです。 

  ですから、可能性としては、東と同じように流

れる可能性も残ってはいるわけです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 とようら保育園は、園舎自体が余り

新しくなくて、そこを民営化したときに、条件が

いいところだったら「はい」と手を挙げるところ

も出てくるんですけれども、そこは、友里かご保

育園と、あとコメットの間に挟まれていて、民間

の保育園が既に二つあって、とようら保育園の近

くには虹ヶ丘幼稚園もあってといって、割とこの

バランスがとても保育園の密度が高いところで、

友里かごさんも人気があるし、コメットさんは新

しくできて、とても園舎もきれいですのでという

ことを考えたときに、すごく条件が悪いところで

民営化して、この可能性は、募集して可能性が尐

しは、そういう部分を何か変えて募集をして、あ

そこでなくてほかに建て替えるとか、バランスが

崩れているので、民間の保育園が尐ないところと

かという部分のところに移ってもいいよとかとい

う、あそこはとようら保育園に保護者が通わせる

のは公立だから。でも、公立だからといって選ん

でいるというふうに私は認識していたんですけれ

ども、そのままの状況で募集をかけて応募がない

ということが、見込まれるのに応募をかけている

のかなというふうに、ちょっと思ったものですか

ら、何か条件はあそこの場所じゃなくてもいいよ

とか、建てかえてもいいよとかかけて、募集をか

けたんですか。今までどおりなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 募集条件につきましては、これ

までの二つと基本的には同じです。今のままそっ

くり活かすというような形での条件の募集になっ

ております。 

  ですから、今やっていることは保育園整備計画

に基づいて、あと保護者との約束に基づいて、進

めておりまして、基本的には五つの園で大きな違

いのない条件の中で進めていることが、まず先決

だなというふうに考えております。 

  ですから、今回仮に締め切って条件に見合わな
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い、東と同じような状況、どこからも手が挙がら

なかった、あるいは１社しかなかったというよう

なときは、改めて周辺近隣市町に範囲を広げて再

募集をかけるというのが基本的な考え方でござい

ます。 

  それでも、もしどこからも手が挙がらなかった

らどうするか、それはその段階で次の段階として、

今、早乙女委員からお話があったようなことも含

めて、検討課題かなというふうには思います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。よろしいですか。 

○早乙女委員 いいです。わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 関連なんですけれども、この評価員と

いうのは、その都度あるんですか。民営化すると

きに、その年に評価員を決めると。人数とかそう

いうのは。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 この評価員は、まず外部委員が

４人、それから内部の公立保育園の代表２人、合

わせて６人の委員をお願いしていまして、その都

度その都度、やはり募集をかけて、その募集が成

立しなければ必要ありませんし、ですから、そう

いうことで、この保育園のもとに改めて委嘱し直

すというような形で進めております。 

○伊藤委員長 平山委員。 

○平山委員 予算、概算ですね。回数によって、ま

たスムーズにいけば予算が尐し余るとか、そうい

うことで、必ずしも17万幾らとか、こういうのを

その都度使うということではなくて、大体の今ま

での実績で予算を上げているということでよろし

いですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 そのとおりでございまして、最

初にやったゆたか保育園の流れに沿って、同じよ

うな形で予算は計上しております。 

○伊藤委員長 平山委員。 

○平山委員 それともう一つ、早乙女委員からもあ

りましたとおり、民営化するということは、地域

のバランスをとるということなので、これから今

あるやつをすべて民営化ということもあるんです

が、市全体の保育園、幼稚園のいろんな地域のバ

ランスということで、やっぱりその辺を配慮しな

がらぜひ一つ検討もしていただきたいなと思いま

す。こういう今回のような特殊なケースはめった

にないと思いますけれども、地域によってそうい

うこともあるので、その辺も含めて、このまま移

管してしまうのか、そこは必要場合建て替えて市

民のためにあれするのか、その辺も一つ、検討課

題として要望しておきます。 

○伊藤委員長 平山委員、これは要望ですか。 

○平山委員 要望です。 

○伊藤委員長 それでは結構です。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

  討論ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  それではここで福祉教育常任委員会を一たん閉

会し、決算審査特別委員会第２分科会審査に切り

かえます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

○荻原子ども課長 （認定第１号について説明。） 

○伊藤委員長 ただいま説明が終わりました。 

  皆さんにお諮りをしたいと思います。 

  ただいま12時10分を過ぎております。しかし、

審査の途中ではありますが、子ども課の審査を終

わらせてから食事ということではいかがでしょう

か。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 107ページのところで、ファミリー

サポートセンターの視察は、これは県内の鹿沼と

か日光かなとは思うんですけれども、どこに視察

に行かれましたかというのを一つ。 

  次に108ページで、子ども手当システムとか、

このところ児童扶養手当、子ども手当、その辺で

ずっとシステムを改修しなきゃならないことが起

きているというところを、ちょっと何でどういう

システムを改修しなきゃならなかったかというの

を説明を入れて、あと今後何でというもののとこ

ろは、何がどういうふうに変わって、どういうシ

ステムを変えなきゃならなかったかというのを、

ちょっと追って簡単に説明してもらえますか。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○荻原子ども課長 まず、ファミリーサポートセン

ターの視察でございますけれども、昨年度１日で

済ませているんですけれども、大田原市と日光に

行きました。片や直営、片や委託というようなこ

とで、両方見てきたということでございます。 

  それから、子ども手当等のシステム関係ですが、

子ども手当につきましては、それまで従来の児童

手当と全く中身が違ってきていますので、支給範

囲が広がったことと手当てが一律になったという

ようなことで、これにつきましては前面的にシス

テムの改修が必要だということになります。 

  今回、10月以降のものが、まだ決定はしており

ませんけれども、支給対象は変わらないんですが、

金額が変わるというようなことで、これのシステ

ムの改修も必要になるかなというふうに考えてお

ります。 

  それから、当然24年度からの手当につきまして、

まだ全然見えておりませんけれども、それにあわ

せてまたさらに改修が必要なのかなというふうに

思っております。 

  それから、児童扶養手当につきましては、従来

のもののバージョンアップというようなことで対

応できましたので、特にシステム改修はございま

せんでした。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 次は、114ページのところで、先ほ

ど保育園の広域利用のところで、勤務地の利用と

いうのはわかったんですけれども、里帰り出産で、

群馬県とかというふうにあったので、あれっと思

ったんですけれども、里帰り出産をするときに、

広域利用がオーケーだというところの条件は、ど

ういうふうになっているか聞かせてください。 

  それと、あと115ページのところで、こひつじ

保育園という部分のところでは、ここは認定こど
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も園になってわけですよね。それで、この辺のと

ころ、最初は事業を行うとき、普通の保育園にな

るのかなと思っていたんですけれども、最終的に

は認定保育園だったということで、建物のところ

を建てるということだから、別にそれに対しての

補助率というか、その辺が変わるとか、そういう

ようなことの変化というのは、それに伴っては実

際にはあるものなのか、なかったのかというのを

聞かせてください。 

  それと、116ページのところで子育て短期支援

事業ということで、ＮＰＯ法人キッズシェルター

にお願いしているということで、これは実際に必

要だった日数で委託料を出しているという形にな

ると思うんですけれども、ＮＰＯ法人はそういう

単発的に利用した日数だけで運営するのは、すご

く大変だと思うんですけれども、この持続的な法

人の運営に対して、何か支援をするとかというこ

との考えとかというのはあるかどうか、聞かせて

ください。 

  それと、151ページのところで、婦人相談母子

自立支援体制で、臨時職員を１人ということでう

たっていますけれども、これは継続的に今後もと

いうことにつながったということでいいんですよ

ね。それだけの確認です。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 広域利用の条件ですね。これに

つきましては、里帰り出産した場合に、当然保育

園を使うわけなので、上の子どもも一緒に里帰り

しまして、出産育児する間、保育園に預けるとい

うような中身になりますけれども、これは基本的

に厚生労働省が定める保育に欠けるというような

ところで、出産育児の部分については認められて

おります。そういった条件にあったので、広域利

用制度を利用するというような中身でございます。 

  それから、子育て短期支援事業ですけれども……、

失礼しました。その前にこひつじ保育園ですね。

これにつきましては、認定こども園というような

形で最終的になったわけですけれども、補助の関

係につきましては、このこひつじ保育園そのもの

が社会福祉法人を新たに立ち上げて、認可保育園

というような形になっておりますので、形は認定

こども園なんですが、補助の体系については従来

の保育園と何ら変わりはございません。 

  キッズシェルターに対する補助ですけれども、

今のところ運営費そのものに対する補助金は考え

ておりません。 

  それから、婦人相談の関係です。これは、雇用

創出事業を利用して、年度後半から１人増強した

というような形になるんですが、もともと今年度

から２人体制でいこうというような考え方があり

まして、もしできれば、今年度から準備していた

だいて、来年度公募したときに、きちんと勉強し

てもらった人が再応募していただけたらいいなと

いうようなところで、たまたま４月からの採用を

募集しましたところ、臨時でやっていた人がぜひ

継続してやってみたいというようなことから、今

年度から２人体制になるというようなことの中身

でございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほどの里帰り出産のところは、広

域利用でも普通に保育園を使うのは出産のときも

利用できるという部分のところは、もう実際に利

用している人がいますからわかるんですけれども、

この広域利用でも同じ条件で同じような状態で、

相手方のところで受け入れてくれればオーケーと

いうふうに理解していいということなんですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 そのとおりです。この里帰り出

産の特異な例になりますけれども、通常、大田原

とか那須とか矢板とか、こういうのはもともと大
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田原に住んでいて、大田原の保育園に入って、那

須塩原市に転入してきたと。ところが、那須塩原

の保育園があいていないということから、継続し

て大田原で見てくれませんかと、そういった中身

が主なものでございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員、よろしいですか。 

○早乙女委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは単純なことですけれども、

109ページの保育園の臨時職員費ということで、

先ほど課長の説明の中では、通常経費だというお

話があったわけですけれども、実際問題、21年の

決算と比較すれば、400万近くの臨時職員費がア

ップしているわけですね。その理由を１点お聞か

せ願いたいと思います。 

  それから、112ページ、同じく保育園の管理費

のほうですけれども、ここの第三者評価の件なん

ですけれども、これの詳しい内容をお話ししてい

ただければと思いますので、お願いいたします。 

  それから続いて113ページ、世代間交流事業、

50事業、おじいちゃん保育の件なんですが、これ

については、やはり比較すると減っていますので、

それを考えるとシルバーのほうに委託してやって

いる事業だと思いますが、減ったということの理

解でよろしいのかをお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、116ページ、本当にこれは単純な質

問なんですが、この子育て支援費の中のサロン利

用のほうなんですけれども、これが実施日数等と

書いてあって、去年までは日にちで表示されてい

たんですね。ことし、今回22年度に関して言うと

223回という回で表現されているんですね。この

違いというのはあるのか、ちょっとお聞かせを願

えればと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 まず臨時職員費でございますけ

れども、22年度につきましては21年度と比較しま

して、いわゆる育休をとった職員がふえまして、

その分でふえているようなところがございます。

それから、発達支援の支援時の加配、これがやっ

ぱり支援そのものの数が増加傾向にあるというよ

うなことから、結果として全体に増加になったと

いうところが主なものでございます。 

  それから、112ページの第三者評価ですけれど

も、これはゆたか保育園を民営化する前に評価を

受けたというようなことで、民営化の前後よくな

ったのか悪くなったのか、その比較材料がないだ

ろうというようなことから評価を受けました。 

  県の認証を受けた第三者評価機関というのがあ

るんですけれども、そこに受けていただきまして、

内容としては全体的には比較的、こちらは想定し

ていたよりも比較的いい結果かなというふうに思

いました。ただ、若干やっていることに対する、

それをあらわす書類の不備、例えば保護者にお知

らせする中身であるとか、あるいは職員で共有し

ている情報であるとかというものの確認の方法、

そういったものの文書がなかったり、口頭だけで

はだめよと。きちんと文書で残しなさいというふ

うな指摘は受けてございますので、その辺につい

ては今改善に努めているというような状況でござ

いまして、全体的には運営体制についてはおおむ

ねよくできていたというような評価を受けていま

す。市としては、ちょっと一安心したというよう

な状況でございます。 

  それから次のおじいちゃん保育でございますが、

これは減ったのは、内容そのものが減ったわけじ

ゃないんですね。確かに委員さんおっしゃったよ

うに、21年度まではシルバーに委託していたんで

す。当然、事務費、手数料等もかかっていまして、
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その分ちょっと単価は高くなっていたんですが、

22年からは市が直接雇用というような形をとった

分、手数料の分は単価が下がったというようなこ

とでございます。 

○伊藤委員長 子育て相談センター所長お願いしま

す。 

○岡田子育て相談センター所長 出張サロンのほう

につきましては、同日に２カ所行くところがある

ものですから、日数であらわすと紛らわしくなる

もので、回数で統一させていただきました。 

○伊藤委員長 吉成委員、よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ＡＥＤの単価というのは、これは市で

は統一されているんですか。 

〔「ページ数」と言う人あり〕 

○鈴木委員 ページ数を言ったほうがいいですか。 

  113ページの３款２項２目の学校ＡＥＤが15台

という単価と、258ページにＡＥＤと書いてあり

まして、１台なのかなと思うんですけれども、市

の中で統一してあるのかなと思って聞いたという

ことですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 これは単価が統一されているわ

けではございません。一般の施設で使うものと、

保育園の場合は当然乳児が主に使うものが、同時

にあわせて職員のためにも大人用と子ども用と二

つの種類のパッドを用意した中で、これも本当に

日進月歩で機種も日々変わっておりまして、それ

から購入する数ですね、そういったものにも左右

されますので、見積もり入札というような中でた

またま前年度はこの258ページにある、この13万

1,250円というのが１台当たりの単価になります

けれども、この値段で購入できると。実際に定価

からすれば、３分の１ぐらいの購入費になってご

ざいます。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 私も前の常任委員会にいたときに、た

しか二十七、八万ぐらいの単価があって、随分安

くなったなと思ったので、ちょっと確認させても

らいました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとするということでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、子ども課

所管から何かその他でございませんか。 

○荻原子ども課長 特にございません。 

○伊藤委員長 それでは、子ども課所管の決算審査

特別委員会第２分科会、常任委員会をこれで終了

いたします。 

  皆さん、長時間にわたりまして、ご苦労さまで

した。 

  午後は１時半から始めます。 

 

休憩 午後 零時３２分 
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再開 午後 １時２８分 

 

○伊藤委員長 午後は30分ほど遅いスタートになり

ましたが、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  高齢福祉課所管の常任委員会審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 議案第35号平成23年度那須塩原市一

般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  人見課長。 

○人見高齢福祉課長 （議案第35号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 続きまして、議案第38号平成23年度

那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  人見課長。 

○人見高齢福祉課長 （議案第38号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 今、最後のところの施設入所者に係

る食費、住居費補助という部分で、具体的にもう

ちょっと詳しく説明していただけますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見高齢福祉課長 こちらにつきましては震災特

別法等にありまして、３月11日から２月29日まで

の厚生労働大臣が定める日まで、一応、保険料、

それから利用者関係と居住費、食費でございます

けれども、保険料につきましては110万円、それ

から、利用者負担金については70万円、それから、

居住費等につきましては20万円ほどを見込んだと

ころでございます。 

  こちらにつきましては、実際に避難している方

等も、災害に遇った方ですけれども、これから、

よその市町村から住所を移された方とか、そうい

った場合にでも該当になりますので、この額を見

込んだ部分でございます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 今、福島から避難している人で施設

に入っている人は、このホテルコストというのは、

この中には入っていないという解釈で、そうする
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と、現住所があるところでするということになる

ので、ここには全然、こちらのところに入ってく

るということはないんですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見高齢福祉課長 お見込みのとおりでございま

して、那須塩原市で住所のある方に対して、保険

者として那須塩原市が管理するということでござ

いますので、そのとおりでございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私は、各市町村にアンケートをとっ

たんですね。那須塩原市のほうでも答えていただ

いたんですけれども、そのところで、福島からの

避難者について、何か困ることとか、何か課題が

ありませんかというところに、このホテルコスト

の請求がしにくいという言い方があったので、そ

れは、市町村がそれの中継ぎをしてあげるのでは

なく、施設が相手の被災した市町村にこういう部

分を請求するのが大変という、そういう現状とい

うのはあるんですか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○塩水高齢福祉課長補佐 直接担当していないので

わかっている範囲なんですけれども、一応、請求

の仕方が、栃木県の場合、国保連合会を通じて行

うんですね。一応、この食費、居住費の対象にな

るものというのが、介護保険３施設という部分の

特別養護老人ホーム、老健、それから、療養型の

病院、それと短期入所というところなので、すべ

て軽費型の施設なんですね。そうなものですから、

直接、通常どおり国保連合会のほうに請求すれば、

国保連合会を通じて保険者、市町村に請求が行っ

て、お金が入ってくるという流れになっていると

ころなんです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第38号 平成23年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第38号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 午後 １時３８分 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を一たん閉会し、決算審査特別委員会第２分科

会審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成22年那須塩原市一般会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○人見高齢福祉課長 （認定第１号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 すみません、せっかくですので。 

  初めに、じゃ、102ページの敬老事業なんです

が、この中で、今説明いただきましたが、敬老会

の記念品ということで長年にわたって商品券を

2,000円分配ってきているわけですけれども、実

際に商品券が率としてどのぐらい使われてきてい

るのかというのをお聞きしたいと思います。それ
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から、この商品券以外の記念品というものを、使

われていれば問題ないんでしょうけれども、もし

余り使われている率が尐ないのであれば、見直す

ような計画があるのか、あわせて１点お聞かせ願

いたいと思います。 

  それから、その下の高齢者生きがいと健康づく

り事業の説明をいただいた生きがいサロンの件な

んですが、順調にふえてきていると。それで、平

成22年度の実績からいけば36カ所で今、運営がさ

れているということでありますけれども、私の地

域ではやっていないんですね。やらなければとい

う思いはあるんですが、なかなかスタッフの件と

か、それから、実際にやり始めれば、最低でも月

に２回程度の実施はやっていかなくてはならない

わけですね。そういう中で、現在やっている36地

区それぞれ、事業的に行き詰まっているようなこ

とはないのかというのをちょっと確認させていた

だきたいと思います。どういった事業を主にやっ

ていらっしゃるのか、その辺をお聞きしたいです。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○吉成委員 それから、いいですか、続けて。 

○人見高齢福祉課長 生きがいサロンでございます

けれども……。 

○吉成委員 じゃ、いいです。どうぞ。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 まず、生きがいサロンでござ

いますけれども、職員につきましては、そういう

ことでふえてきているところでございまして、実

際に運営しているのは、ほとんどが自治会もしく

は自治会の福祉部とか、地区社協とかという名称

があるんですが、そちらが大部分でございまして、

そのほかに、老人会とか民生委員さんとか、地域

で団体をつくって運営しているところもございま

す。 

  昨年度につきましては、生きがいサロンの指導

者の講習会ということで２回ほど開催いたしまし

て、それぞれ参加者が、ちょっと資料はないんで

すけれども、多分80人とか、60人ぐらいだったと

思いますが、指導者になる方について講習会等を

開催しております。 

  今まで行き詰まったという話はちょっと聞いて

いないんですけれども、サロン同士の交流とかそ

ういったことでやっております。基準が、構成メ

ンバーが15人以上、それから、月２回以上開催す

るということで、そういった団体に対して月３万

円、１年間で36万円補助しているということにな

っているんですけれども、こちらにつきましては、

私も直接講習会に行っていますが、指導者といい

ますか、代表する方が、生き生きとして、開催し

ている人がひどく充実しているという感じでござ

います。 

  これからも、地域のサロンということばかりじ

ゃなくて、支え合いとか助け合いということで、

集まるときには迎えに行こうとか、きょう来てい

ないけどどうするのかとか、そういったことに発

展しているところもございまして、私どものほう

では、これからもふえることを期待しておりまし

て、講習会とか、そういった形でやりやすい形を

大事にしてやっております。そういうことです。 

  それから、商品券のことについて、商工会等の、

商工業の振興も含めまして出しているところでは

あるんですけれども、うちのほうで出して、利用

率がどのくらいかということを把握しておりませ

んので。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 生きがいサロンは、当然、地域の中で

尐しでも元気なお年寄りをということですばらし

い事業だと思うんですが、やはりだんだんに負担

になってきてしまうという部分がもし生まれてく

れば、逆効果ということもあるわけですから、今、
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課長の説明でよくわかりましたけれども、１地区

でもふえていくことを期待したいと思います。 

  それから、敬老会事業については、じゃ、これ

は後日、情報的なものをいただけるんでしょうか。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 後で調査して、報告させてい

ただきます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ここで、例えば22年の実績からいけば、

１人2,000円で掛けることの１万1,213人ですから

すごい金額ですよね。それが、仮に余り使われて

いないということであれば、本当に死に金になっ

てしまいますので、それはちょっと、ぜひ商工会

を通して調べていただければと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  じゃ、続けていいですか。 

○伊藤委員長 はい。 

○吉成委員 老人会の補助金の絡みなんですが、単

位老人会、ここに書かれているように、クラブが

現在、これは徐々に減ってきている現状があると

は思うんですけれども、73クラブ、そして会員数

としては2,724名ということですね。この連合会

も合わせてですけれども、市としてはどのような

かかわりを持っているのかというのをお聞かせ願

いたいと思います。 

  それから、その補助金の中に健康づくり事業補

助金ということで、合わせて17クラブに補助金を

出しているわけですね。これの具体的事業につい

てもお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、104ページの元気アップデイサービ

スのほうなんですが、現在、さくら、それから、

はつらつ、しまかたの３施設があるわけですけれ

ども、これらの対象者としては、65歳以上で１回

100円でしたか、どのぐらい利用されているのか

お聞かせ願いたいと思います。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 元気アップデイサービスでご

ざいますけれども、15カ所で実施しているわけで

ございますが、まず、センターとしてやっている

ところが、今申しました３カ所ほどございました。 

  もう一つ、利用状況でございますか。 

○伊藤委員長 吉成委員、もう一度お願いします。 

○吉成委員 実際にさくら、はつらつ、しまかた、

それぞれ３カ所が拠点としてやっているわけです

よね。そこの施設の利用状況。 

○人見高齢福祉課長 まず、さくらにつきましては、

実際には２コース、さくらとわかばというコース

があるんですけれども、さくらが年間で1,375人、

それから、わかばにつきましては1,028人ですね。

しまがたで実施しておりますものは、しまかたと

ひがしなすのという２つのコースがあるんですけ

れども、こちらにつきましては、しまかたが

1,454人、それから、ひがしなすのにつきまして

は814人ですね。それから、はつらつにつきまし

ては、はつらつ１、２とやはり２コースございま

して、はつらつが1,360人、それから、もう一つ

のほうが1,143人ということでございました。 

  全部で15カ所あるところにつきましては、利用

者総数で１万5,668人ということでございます。 

○伊藤委員長 係長。 

○高塩高齢福祉係長 それで、単位老人クラブが行

う健康づくり、まず、こちらの中身ですけれども、

全部で、お示ししてあるとおり17団体で取り組ん

でございます。 

  事業の中身につきましては、夏ばて予防教室で

あったり、あとは転倒予防体操教室、あるいは介

護予防教室、そういったものの取り組みを行って

おります。それぞれに、包括支援センターの職員

であったりとか、そういった方を講師に招いてそ

ういったものに取り組んでいるという状況でござ
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います。 

  参考までに、17団体で参加者人数が739名の取

り組みがございました。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 それから、老人会の位置づけ

につきましては、今申し上げました生きがいサロ

ンとか、元気アップデイとか、街中サロンとか、

いろいろあるんですけれども、老人会につきまし

ては、今までもスポーツ大会とか、文化活動とか、

それから、社会貢献活動、そういった形に取り組

んでこられた方、それから、そういった事業が中

心でございまして、高齢者の中でも一番元気な部

分といいますか、社会に貢献する活動等をしてい

る部分ということで考えております。 

  生きがいサロンは自治会が主催しておりまして

月２回やっているということなんですけれども、

こちらも元気な方なんですが、こちらは社会貢献

というよりは、もちろん地域の支えとか、見守り

とか、そういったことに貢献はしていただいてい

るんですけれども、自分たちが元気で進めていく

というのが、生きがいを見つけながらやっていく

ものだと思っております。 

  ただ、今申しましたように、老人クラブにつき

ましては、一時期に比べますと３分の２程度まで

減ってきているのも事実でございまして、それぞ

れのところで、やっている事業もかぶってないか

と見ますと、生きがいサロンと老人クラブですか、

同じ事業をやっている部分もあります。 

  ただ、メーンとするところはそういったことで

ございまして、やはりスポーツ大会を全体でやる

とかといったことについて、やはり老人クラブで

ないと取り組めないものもございます。それから、

シルバー作品展等、これにつきましても、やはり

生きがいサロンで取り組むものではなかなかでき

ないということもございまして、それぞれの特性

を生かしてそれぞれにやっていまして、元気老人

といいますか、そういったものをあらゆる機会を

とらえまして、介護に至らないといいますか、そ

ういった形でやる手段として考えていきたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 説明はよくわかりました。 

  ちょっと１点確認させていただきたいのは、

104ページの指定管理でありますけれども、シニ

アセンターの件なんですが、この中の3,000万円

からの管理業務委託料として出ているわけですが、

ここには、お湯の賃借料というんですか、温泉の

お湯をもらっていますよね。あの部分というのは

ここに入っているんですか。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 この委託料につきましては、

建物管理料も当然含まれておりまして、プールで

すか、温泉トレーニングがございまして、その費

用も含まれております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それに関しては、料金というか、温泉

水に関してはずっと変わっていないということで

すか。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 温泉の料金については、本年

度変わりございません。 

○伊藤委員長 吉成委員、よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 100ページのところで高齢者福祉事

業に関する懇談会ということで、高齢福祉事業、

要するにこの財源でやる事業の見直しをかけたと

ころで、これはちょっとどういう理由なのか、理
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由がよくわからないのでということで問い合わせ

があったんですけれども、はり・きゅう・あん

ま・マッサージ等の助成券の給付、これを廃止し

た理由を業界の方たちにはなぜもっと、これが決

まる前に意見を聴取するとか説明がなかったのか

と聞かれたんですが、どのように該当する事業者

には説明を、どうして廃止になるかという説明を

どのようになさったのか一回聞かせてください。 

  それとあと、103ページの街中サロンで、なじ

み庵は1,000万円の５年間の助成金がずっと出て

いて今日に至ったわけで、それでここに来て減額

になってということ、1,000万円の助成金をずっ

と出してきて、それで利用者が定着して、減額し

ても事業運営には差しさわりがないような状態に

なったと理解していいかどうかを聞かせてくださ

い。 

  それとあと、104ページのところで、生きいき

の里のグループホームにスプリンクラーを設置し

て、これで全部設置が終わったということになる、

グループホームは設置が終了したと解釈して―

まだ残っているところがあったのかどうかちょっ

と聞かせてください。 

  あと、次に、介護基盤緊急整備事業ということ

で、小規模多機能、グループホームをたくさんつ

くって、ここのところ毎年毎年、設備をして、補

助金がついたということで大分施設をつくってい

ったんですけれども、この辺のところで、最初に

こんなにあれしていて、そこで働く職員の質を高

めるとか定着させるということは可能なのかなと

すごく不安を抱いたんですが、聞こえてくるとこ

ろによると、職員が軒並みやめてしまうような施

設が出ているとか、中にいる利用者がすごく利用

が続けられるんだろうかと不安になるようなごた

ごたがある施設とかがあるんですが、そういう部

分は、とりあえず市がこの基盤整備のところであ

る程度業者を選定してやっている責任上、その辺

をきちっと把握なされているかどうか聞かせてく

ださい。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 まず、はり・きゅう・マッサ

ージ関係でございますけれども、こちらにつきま

しては、事業の見直しに当たって、事前に協会の

意見を聞くということはしておりません。 

  私どものほうは、業者と協定を結んでおりまし

て、協定は、基本的には自動的に延長できるとい

う協定になっておりますけれども、延長しない場

合は、１カ月前までに手続をするということにな

っておりまして、一応24年３月まで実施するとい

うことでございますが、半年前にそろそろなって

まいりましたので、通告いたしまして、廃止する

ということにしたいと考えております。 

  続きまして、街中サロン事業でございますけれ

ども、こちらにつきましては、平成17年11月にな

じみ庵が開設したところでございまして、こちら

も、補助金の要綱等でございますが、５年間補助

するとなっていたわけでございますが、21年度に

見直しを行いました。その中で、額につきまして

は700万円ということになったわけでございます。

運営につきましては、それで運営されているもの

と考えております。 

  それから、介護基盤緊急整備事業でございます

けれども、今年度４月に小規模多機能を２つとグ

ループホームを２カ所、１つは併設型でございま

すが、開設当初、多尐の問題があったということ

は、開設したばかりですので聞いておりますが、

今は正常に運営できていると考えております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私は先ほど、はり・きゅう・あんま

のところに、どうしてここの高齢者福祉事業に関

する懇談会は、どういう理由で廃止することにな
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ったのかという説明をどのようになさいましたか

というのも聞いたんですけれども。それを私は聞

かれたものですから、どのように説明をなさいま

したか。なぜ廃止に至った事業なのかという説明

を。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 今回の高齢者福祉事業の見直

しにつきましては、やはり高齢者が増加している

とか、平均寿命が伸びている、そういった社会情

勢の変化に伴いまして、必要な人に必要なサービ

スを継続的に提供するということで、そういった

段階で見直しをしたところでございまして、は

り・きゅう・あんま・マッサージにつきましても、

見直しをかけた中で、私どものほうでは、医療で

見られない部分ということになっていたんですけ

れども、本当に必要なもの、それにつきましては、

医師の治療の必要性を認められたものにつきまし

ては、医療保険のほうで実施されることになって

おりまして、こちらにつきましては、どうしても

必要な事業ではないのではないかということで、

廃止したということでご理解いただいていると。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ここで医療で見られない部分を見て

いたという、それが医療で見られるという説明を

したらしいんですけれども、実際には、ここを利

用していた人が、じゃ、医療でそれを代替できる

かといったら、それはできないものなんだという

ことを、それを理由にして、それで医療のほうで

できるからと説明を受けたんだけれども、実際に

それは不可能だから、だったらこの制度を維持す

るために、ある意味、この事業は継続することが

不可能になったということを素直に言われたほう

がよかったと。何かほかのことでできるからそち

らでしてもらうようにと言われたのが、とても事

業者としては納得できなかったということがある

ので、実際に医療のほうでできるような対象者が

利用していないというのに、医療のほうでできた

からと説明されたのは、ちょっとその説明の仕方

が、要するに、もうお金がなくなったよと言われ

たほうが、まだわかりやすかったのにと言われま

したので、説明するときには、何か、さもほかの

ことで代えられるような言い方だけはしないでほ

しいということを言われましたので、それをお伝

えいたします。 

  それとあと、街中サロンのところですけれども、

これは、ゆいの里でやっている部分は、５年間、

事業をつくり上げるという部分に、なかなか最初

利用がなかったり、今のような、地域の人が担っ

て、地域の人もまざって、それであそこで展開す

る、子どもが通ってくるようになるまでの間が、

見ていて、1,000万円あるからこんなふうに継続

できるんだなと思われたときも、結構家賃の高い

ところに入っていますので、普通のことを考えた

ら採算が合うような事業ではないことをやってい

る。それで今、何とかあそこまで利用者をふやし

てきたということで、この間なんかも、利用者が

いるということで、この事業は不必要だと言われ

ないところまで持ってこれた。 

  でも、黒磯の駅前でやっているところは、一遍

で建物のところの改修費用は出たけれども、経験

があって、実績をつくってきたところと同じで、

利用者を比べられたら、この間の場所なんかでは、

ちょっと違うもので利用者の数を比べられたら、

黒磯の駅前のところが持続できなくなるのではな

いかと思ったので、そこの工夫を、始まった事業

ですので、本当になじみ庵がここまでいくまでの

５年間という投資があったという部分のところが

なしで同じところをやらなければならないときに、

何かそのノウハウみたいなものをうまく伝えると

いうことで、ぜひ無駄にしない事業にしていただ
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きたいということの要望です。 

  あと、介護基盤緊急整備事業なんですけれども、

実際に入所している人が不安なような状況って、

職員がみんなやめてしまったよ、さあ、どうする

というようなことまで、ケアマネと家族が、本当

にそこに入っていられるんだろうかというような

状況まで行っている。市がここだと選定しておき

ながら、そういうようなもので、一々家族がケア

マネと相談していなければならないような、いや、

そこを出なければならないかもしれないというよ

うな、職員がいなくなってというようなことが、

やはりあったのでということは認識していますよ

ね。 

  それは、そういう状況が、自分たちが選定した

事業者が、いざオープンして利用者を入れた。で

も、そのとき職員が軒並みやめなければならない

ことになって、そこに利用者がいることができな

いのではないかと不安になるような事態まで行っ

たというような状況。だから、その辺のところを、

やはり地域密着型って、市が指定ですから、安定

的な経営とか、職員の質を上げるということに対

してもある程度責任を持たなければならないとい

うことなので、今後業者を選定するときに、その

辺のところも十分に考えておいていただきたいと

いうのは要望として。 

  その辺について、今現在は大丈夫なんですかね。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 開設当初、委員ご指摘のとお

り、職員がやめるという話もありましたが、現実

に職員がいなくなったとか、そういったこともご

ざいませんでした。 

  それから、現在は、十分な人数がもちろん配置

されていまして、その経過についても、うちのほ

うで連絡とか、調整とかしていたところなんです

けれども、現実にそういう不安になったという話

があったとしたら、こちらは私どもの指導が不十

分といいますか。ただ、実際には、職員を雇用し

まして適正に運営されているということですから、

ぜひご理解をお願いしたいと思います。ただ、私

どものほうでは、これからも十分に指導を続けて

いく考えでございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員、よろしいですか。 

○早乙女委員 はい。 

○伊藤委員長 塩水補佐。 

○塩水高齢福祉課長補佐 先ほど早乙女委員さんか

らスプリンクラーの件も１件要請あったかと思う

んですが、課長が答えていなかったので。 

  一応、平成22年度の段階では、改正消防法施行

令に基づいて275平米以上のところという限定が

あって、それに基づいてお金が出まして、まだ未

整備のところがあったんですけれども、平成23年

度に対して、今度はそれ以下の部分のグループホ

ームもオーケーだよということで、交付金の枠が

拡大されて、今年度が終われば全グループホーム

完了。あと、新規のところはすべて整備するよう

指導しておりますので、すべて大丈夫だと考えま

す。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定さ
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れるものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 続きまして、認定第５号 平成22年

度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  人見課長。 

○人見高齢福祉課長 （認定第５号について説

明。） 

○伊藤委員長 質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 全体的なことで、どこということで

なくてお聞きしますので。別に細かい数字じゃな

くて、ここの会計１年間終わって聞きたいんです

けれども、那須塩原市だと、在宅サービスと地域

密着型サービスと施設サービス、３つのサービス

で１人当たりの月額でどのぐらいそれぞれのとこ

ろがかかっていますか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○塩水高齢福祉課長補佐 一応、市政報告書のとこ

ろには、各サービスごとの１人当たり幾らという

のを掲載させていただいているんですけれども、

それをサービスごと累計で１人頭幾らというのは、

ちょっと今手持ちでないものですから、計算をし

ないとはじき出せないことがありまして、後ほど

ということでよろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 2010年度の国保の動向を見ると、在

宅サービスが10万8,000円、地域密着型が22万

2,000円、施設サービスが33万円というようなの

が動向で出ているんですよ。要するに、施設は在

宅の３倍かかっている、要するに利用していると

いうことで、そうすると、やはり認定を受けるわ

けですよね。介護度３と出ましたといったときに、

在宅にいて使うサービスと施設にいたサービスで

は、施設のほうが３倍使っていると。地域密着型

というのは、大まかに言うと、在宅を１とすると、

地域密着型が２で、施設３というふうに使ってい

るということを考えたときに、やはりそれだけの

サービスしか使えないならば、施設に入所してし

まったほうがずっと手厚くという感覚というのが、

金額からも出てくると思うんですよ。 

  その中で、在宅サービスを、在宅で生活を継続

させていくというような工夫というものを、実際

にはそういうような利用形態になってしまってい

る中で、利用を在宅サービス中心で持っていこう

というはずの制度だったのに、施設志向になって

いるので、在宅サービスでやっていくために何か

この年度会計が終わって、課題をどこにどういう

ふうに見たかというものの感想を聞かせていただ

きたいのが１つ。 

  あと、介護予防事業は、その中で１人当たりど

のぐらいの投資をしていると思っていますか。介

護保険料から介護予防の費用も使っているわけで

すよね。さっきのところで、355ページのところ

で、介護予防教室とか特定高齢者介護予防プラン

とかとしていますよね。そうすると、１人当たり

にどのぐらいのお金をかけているのものだという

認識をしていますか。これも数字をはじき返して

いないから、感覚がない。数字的なものは頭に入

れていないで、この使ったものでこういうふうに

していますか。 

○伊藤委員長 人見課長。 

○人見高齢福祉課長 介護予防サービスのほうでご

ざいますけれども、こちらにつきましては、割合
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的には3.5％ほど支出しているところでございま

す。 

  全体的に在宅ということで、介護自体が、施設

ではなくて在宅介護を目指していたということで

ございますけれども、現実に施設のほうで待機し

ている方が３月の時点でも320人ほどいるという

事実がございまして、現実的に、就業形態とかい

ろいろあるかと思うんですけれども、在宅では介

護し切れない、どうしても施設が必要だという部

分もございます。ただ、現実に、介護されるほう

にとっては、地域で、やはり自宅でしてほしいと

いうことがありまして、第５期の計画の中で、や

はり地域の包括的なケアということなんですが、

地域で支え合うとかそういった部分がないと在宅

というのは難しいものだなという感想は持ってお

ります。ですから、そういったことを第５期計画

の中で重点的に取り組むということを考えて、在

宅でできる限りいられるというのは、やはり介護

される方の希望でもありますので、そういったこ

とにしていかなければならないという感想は持っ

ております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 在宅での生活を支えるんだといって

介護保険ができたにもかかわらず、やはり地域密

着型という施設が３施設化となっているという部

分で、在宅サービスがこの中から見えてきたもの

として、やはり地域の中で、自分のおうちで生活

をするということが支え切れていないんだなとい

うのが、ここの中からも見えてきてしまうと思う

んです。 

  この介護保険の今年度が終わって、その辺を尐

し分析しておいていただきたいというのと、2009

年度までのところをずっとはじき出してみると、

１人当たり介護予防に40万円かかっているんです

よね。それだけの効果を実際上げているのかとい

うそのコスト計算的な部分も、幾ら民間ではない

といっても、本当に介護予防が役に立っているん

だろうかというのを、こういう数字をただ出すの

ではなくて、これの評価をしていくことも１つや

っていただきたいなという要望です。 

  それと、もう一つお聞きしますけれども、県の

ほうに財政安定化基金がありますよね。それって、

実際栃木県は、この年度で使われているんですか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○塩水高齢福祉課長補佐 現状を確認していないん

ですが、一昨年がちょっと、県に直接聞いたこと

があったんですけれども、実際借りているところ

はあるみたいで、借りるということは、返済して

いる最中だ。でも、一応財源的には、委員さんの

質問からちょっと離れてはしまうんですけれども、

私が20年度にここに異動してきたんですが、４年

間では一回も拠出金を求められていないんですね。

それで財源は、基金は十分にあるということで、

国のほうでも話題になっているとおり、５期には

それを取り崩すということになっているんです。 

  実際、栃木県で今借りているところが何カ所あ

るかとか、具体的にどこだというのはちょっと申

し述べられないんですが、あることは確かです。 

  よろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 昔、料金算定を間違えまして、本当

はこれだけの需要があるので、これぐらいの料金

を設定しなければいけないのに、西那須野町はこ

れを借りていたときがあるはずなんですね。要す

るに赤字になってしまったから、借りて、それで

補てんして、その後、返しているということは、

私の知っている限りはそれはあるんですけれども、

でも、最近どこもこれを使うほどの、要するに赤

字になってしまったというところはないというこ

となので、今回のこの那須塩原市の介護保険制度
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も赤字にはなっていないということを考えたとき

に、ここから見通せる来年度の、大まかでいいで

すよ、値上げを、県の財政安定化基金を取り崩し

てもいいよというのと、今年度の、もう一年終わ

らないと次の部分には、料金設定には行かないで

すが、その見通しとしてこの中間年度の決算が出

たわけですよね。それで、見通しとしては、大体

大幅な値上げをしなければいけないような状況だ

という、この決算が終わって、そういう諸条件を

入れて、大幅な値上げになりそうな会計なんでし

ょうか。そこだけ、大つかみでいいですよ、聞か

せていただきたい。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見高齢福祉課長 介護保険料につきましては前

回、まず、介護報酬問題があります。報酬が上が

るかどうか。こちらのほうもまだわからない実情

があります。それから、安定化基金でございます

けれども、これを取り崩してでも充てるというよ

うな話もあるんですが、具体策が出ていないんで

すね。それもございます。それから、私どものほ

うで、今年度、第４期計画の中では施設を、今の

ところ17事業所、新たに開設するんですが、当然

ながら施設をつくるということは、介護保険料に

はね返ってくることではあります。そういったこ

とを含めますと、上げなくてできるというような

状況ではないのも事実でございます。 

  それから、市の介護保険財政調整基金でござい

ますけれども、23年３月、22年度末で３億2,900

万円ほどでございます。こちらは、給付に換算し

ますと１月分もないという額ではございますけれ

ども、来年度末の見通しで単独には赤字になるこ

とはないのではないかということを考えておりま

すが、先の見通しはそういったことで、大きな変

動が出てしまうので、上がるということはやむを

得ないということなんですが、額については、今

申し上げることができる状況ではないということ

をご理解いただきたいと思います。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第５号 平成22年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり

認定すべきものとすることでご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第５号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

〔その他〕 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、高齢福祉

課所管部から、何かその他でございませんか。 

  補佐。 

○塩水高齢福祉課長補佐 申しわけございません。

９月補正特会のところで、早乙女委員の質問に対

してお答えした件についてなんですが、ちょっと

私、上がっていたこともあって、何か答えが不十

分だったんですね。 

  食費、居住費の支払いの件ですけれども、私が

説明した請求先の件ですが、あれは、利用料につ

いてはまさしくずばりなんですけれども、食費、

居住費につきましては、市町村によって若干請求

の仕方が違うというところがあります。私どもの

那須塩原市として受け入れてくれている事業者さ

んについては、当然、県の要請によって受け入れ

ているので、県がすべて指導とかしますよという

条件が最初あったものですから、そこら辺は向こ

うでやっているものと思っておりまして、ただ、
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うちのほうが業務上耳に挟んだところでは、やは

り、どういう理由によるかは知りませんけれども、

まだ請求していないところがあることは聞き及ん

でおります。 

  一応補足させていただきます。申しわけありま

せん。 

○伊藤委員長 早乙女委員、よろしいですか。 

○早乙女委員 これは、特養なんかのホテルコスト

もそうなんですけれども、グループホームさんは、

わざわざ指定を受けないと、地域密着型なので被

災地の指定を受けなければならないということも

あるので、それぞれの避難している別に指定を受

けなければならないから、来ている人が３人しか

いないのに、３つの町から来ていたら、浪江町と

大熊町とどことかといって３つ受けなければいけ

ないという状態になっているので、これに絡めて

ちょっと聞いたんですが、大変な思いをしている

グループホームさんとか、特にグループホームさ

んが大変な思いをしているので、それはぜひ相談

に十分に乗って、大変な思いをしている上に市町

村も協力してくれないみたいな状態に置いておく

ことがないようにしていただきたいということで、

要望で終わりにします。 

○伊藤委員長 それでは、高齢福祉課所管の決算審

査特別委員会第２分科会を終了いたします。 

  執行部入れかえのために10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続きまして会議を開き

ます。 

  保健課所管の常任委員会審査を行います。 

  審査に先立ちまして、９月１日付の人事異動に

より新たな保健課長が着任されておりますので、

自己紹介をお願いいたしのます。 

（会田保健課長自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  会田課長には、着任早々、気ぜわしいと思いま

すが、よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 議案第35号 平成23年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 （議案第35号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、確認をさせていただきます。 

  ９ページ、一般質問でも言いましたけれども、

大腸がんの市民検診の事業なんですが、このクー

ポン券に関しては、子宮頸がん等のときのクーポ

ン券と同じような形のクーポン券ということでよ

ろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田保健課長 女性特有のがんのほうのクーポン

券と同じように、そのものを医療機関のほうに持

っていけば無料でかかれるという形で、全く同じ

ということでよろしいかと思います。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、もう一点、13ページの最後に説

明をいただいた黒磯保健センターの外壁の改修工

事の件なんですが、外壁に関しては、現在の外壁
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から全く変えたような外壁の状態にするんでしょ

うか。あそこ自体、もともとが旧市役所跡ですか

ら、建物自体も中も決して新しいとは言えない状

況にあるわけですね。今回は、調査の結果ではも

う外壁だけの修繕でいいということになったから

こういう結果にはなっているんでしょうけれども、

あわせてお聞きをします。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 保健センターについては昭和54年

建築ということで、既に32年ほど経過してござい

ます。今回、剥離部分がかなり指摘されておりま

すけれども、工事の仕方としては、上からピンで

押さえるとか、あとは、そこを外してしまうとい

う方法がありましたが、一応工事につきましては、

今度設計の段階になりまして、よく協議をした上

で、安全で、なおかつ経費が安価に済むような形

で進めていきたいと思います。 

  それと、内部については、かなり水道関係の部

分の不都合やらありますけれども、とりあえず今

回は外壁部分ということで考えています。 

○吉成委員 了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 議案第36号 平成23年度那須塩原市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 （議案第36号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないので、採決いたします。 

  議案第36号 平成23年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり可

決すべきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第36号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第37号 平成23年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 （議案第37号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 



－103－ 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第37号 平成23年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり

可決すべきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第37号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を一たん閉会し、決算審査特別委員会第２分科

会審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成22年那須塩原市一般会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 （認定第１号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 128ページの休日等急患診療所運営

ということで休日急患診療所の運営を行っている

と思うんですけれども、この運営状況から見て、

これを日赤のところにすべて持っていくことをこ

の年に審議をしていると思うんですが、実際にそ

の経過のところで医師会等から、もうこの運営は

やり切れないという話があったのでそういうふう

になったのでしょうか。医師会の先生と話をした

ら、そんなことはないと言われてしまったので、

何か本会議場で聞いた話と全然違ったのでちょっ

と私はびっくりしたんですけれども、そこの経過

を聞かせていただけたらと思います。 

  それと、135ページのところで、子ども医療費

の助成状況をずっと書いてあると思うんですけれ

ども、ここで、那須塩原市で実際にコンビニ受診

的なことが加速されているということはないので

しょうかということをちょっと、２点だけ聞かせ

てください。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 休日等急患診療所につきましては、

来年の７月に日赤のほうへ移転をして、大田原地

区の診療所と一緒になるという形で進むというこ

とが決定されておりますけれども、そこに至る過

程につきましては、申しわけございません、私は

把握してございませんので、担当のほうからお答

えさせていただきます。 

○伊藤委員長 中川所長。 

○中川黒磯保健センター所長 これは、那須郡市医

師会のほうから要望がありまして、その要望に基

づいて、地区医師会等に諮りまして、１カ所にな

るということになりました。そういうことでなっ

たものですから。 

○伊藤委員長 早乙女委員、よろしいですか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 そういうふうに私も説明を受けてい

たし、そういう認識で医師会のほうからだと思っ

ていたんですけれども、この間、三師会でちょっ

と話したときに、何でそういうふうに決めてしま
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ったのと。今の医師会の会長さんと、それ以前の

ところでの違いがあったのかもしれないですけれ

ども、十分にその辺を、大田原に全部行って不便

でないのと逆に聞かれてしまったので、医師会の

ほうでもこれは了解していたはずだったんだろう

にというよりも、医師会のほうから要求があった

んだろうにと思ったんですが、何かどうも医師会

の中では一致していなかったみたいな話だったの

で、そういう話は個別には聞いたことというのは

ないんですね。医師会の中で意見が一致して出て

きたという認識なんですよね。 

○伊藤委員長 中川所長。 

○中川黒磯保健センター所長 那須郡市医師会のほ

うからそういう要望が出てきたということで、医

師会の中についてはちょっと把握はしていません

けれども、全体として出てきたということで認識

しています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ここにあるのと日赤まで行ってしま

うのとでは、やはり不便だなと思うんですけれど

も、でも、あそこに集約したほうがいいのでとい

うことになったんだったらと思ったんですが。医

師会のほうも了解しているのかなと私は思ってい

たら、何か違うことを聞かれてしまったので、市

のほうはどういうふうな認識をしていたのかなと

思って聞いてみたんですが、やはり今までの経過

で答弁していたのと同じなので、そこは聞いた方

にもう一度確認してみます。 

  子ども医療費の助成のコンビニ受診に関しての

ところだけ答弁を聞かせてください。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 子ども医療費の助成に関してのコ

ンビニ受診化しているのではというご質問ですけ

れども、確かに助成金額のほうの実績から見ます

と、昨年に比べまして6,300万円ほど助成額が伸

びております。確かにそういう傾向はあるのかな

という個人的な見解はありますけれども、具体的

にそれを裏づけるような調査等してございません

ので、そちらについてはちょっとお答えはできな

いのですが、それでご了解願えればと思います。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、確認で２点お願いします。 

  131ページ、１項２目予防費ですけれども、平

成22年度の新規事業ということで肺炎球菌の予防

接種の助成が行われまして、リストアップしたわ

けですね。これの実績を１点は教えていただけれ

ばと思います。 

  それから、133ページの公衆衛生費の中の扶助

費になりますけれども、不妊治療の助成69件とい

うことで実績が載っています。不妊治療をやった

結果、いい方向に進んだというような報告という

か、そういう追跡調査的なものはやられているの

かお聞かせ願いたいと思います。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 131ページの予防費の肺炎球菌に

なりますけれども、こちらについては、70歳以上

の方を対象に予防接種を行うわけですが、131ペ

ージのこちら、予防接種の状況の一番下に１万

5,547人を対象に1,030人の接種をしてございます。 

  それと、133ページの扶助費の中で不妊治療の

助成が69件ほど出ておりますけれども、こちらに

ついては、申請の際に、申請はこれ、年に１回の

申請になるんですが、その申請書の中に妊娠があ

ったかなかったかと記載するところがありまして、

そちらのほうで「妊娠あり」ということで申請書

が上がってきたのは、平成22年度19件ほどござい

ました。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○伊藤委員長 ないようなので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 次に、認定第２号 平成22年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 （認定第２号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 316ページ、９款繰入金、１項１目一

般会計繰入金、２段目、職員給与等繰入金、それ

から出産なんですけれども、そこに、職員給与を

見ると１億8,500幾つとありますよね。その下が

同じ数字になるべきではないかと思うんですが、

これ、違いがあるのは何でしょうか。同様に、そ

の下、出産育児。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 繰入金のほうの１億8,543万6,000

円という金額と、充当分の１億8,115万1,393円の

差につきましては、歳出面での執行残がございま

したので、その分を差し引いたものが充当という

形になります。 

○伊藤委員長 鈴木委員、よろしいですか。 

○鈴木委員 会計上はそれでよろしいですか。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○会田保健課長  報告書の記載については、先ほ

ど申し上げましたように、執行残の関係で金額に

差が生じているという記載の仕方になっています

けれども、トータル的には、歳出、329ページに

ございます諸支出金の３項１目一般会計繰出金と

いう形で、ここに執行残等々が入りまして、会計

上はここで調整という形になります。 

○伊藤委員長 鈴木委員、よろしいですか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 私もなれないんですけれども、これ、

よそを見ると、全部ここの欄は、このアンダーバ

ーでほかは全部合計が合うとなって書いています

よね。そうすると、なぜここだけ合わないのか。

書き方の問題でしょうか。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 確かに、こちらについては、金額

に差がある表示自体が好ましくない、まあ早い……。 

〔「あまりじゃなくて」と言う人あり〕 

○会田保健課長 失礼しました。 

  これは、明らかに記載ミスになりますので。 

〔「記載ミスじゃないでしょうよ」、「記

載ミスじゃないよね」、「あんな決算書

の記載ミスなんてあったら、監査できな

い。記載ミスじゃないでしょう」と言う

人あり〕 

○会田保健課長 先ほどの「記載ミス」はちょっと

訂正させていただきまして……。 
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○伊藤委員長 ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３５分 

 

再開 午後 ４時４９分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続きまして

会議を開きます。 

  きょうの予定なんですが、ただいま審査してい

ることにつきまして、あした答えていただくとい

う形の中でいかがでしょうか。あした朝一で改め

てこの問題につきまして協議をしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○伊藤委員長 きょうはこれで散会したいと思いま

す。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時５０分 
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福祉教育常任委員会及び決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

平成２３年９月１３日（火曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（７名） 

  委  員  長  伊 藤 豊 美 君        副 委 員 長  櫻 田 貴 久 君 

  委    員  鈴 木 伸 彦 君        委    員  平 山   武 君 

  委    員  早乙女 順 子 君        委    員  君 島 一 郎 君 

  委    員  吉 成 伸 一 君 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 長  山  治  美  君 社会福祉課長 阿 久 津     誠  君 

保 健 課 長 会  田  裕  司  君 保健課長補佐 橋  本     悟  君 

保険事業係長 高  橋  孝  子  君 市 民 課 長 高  久  清  一  君 

市民課長補佐 沼 野 井  孝  子  君 市 民 係 長 戸  山  み ど り  君 

教 育 部 長 平  山  照  夫  君 教育総務課長 山  﨑     稔  君 

教育総務課長 
補 佐 

稲  見  一  志  君 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

   〔保健課〕 

    決算審査 

     ①認定第 ２号 平成２２年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     ②認定第 ３号 平成２２年度那須塩原市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

     ③認定第 ４号 平成２２年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民課〕 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長あいさつ 

   〔教育総務課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

     ②議案第４７号 財産の取得について 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔学校教育課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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   〔生涯学習課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔スポーツ振興課〕 

     ①議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査 

     ①認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 午前１０時００分 

○伊藤委員長 きのうに引き続きまして、保健福祉

部保健課の決算の認定を行いたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の質疑、討論、採決 

○伊藤委員長 きのうまで認定第２号 平成22年度

那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを行いました。それで、執行部から説

明がありまして、質疑に入りました。そして、き

ょうはここから始まりたいと思います。 

  鈴木委員の質疑について、執行部の説明を求め

ます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 昨日、鈴木委員さんのご質問に関

して答弁が保留となっておりましたので、こちら

のほうからお答えしたいと思います。 

  質問の内容につきましては、市政報告書316ペ

ージになります。こちらに一般会計の繰入金とい

うことで、職員給与費繰入金がございます。繰入

金額が１億8,548万6,000円に対しまして、記載さ

れています充当額が１億8,115万1,393円というこ

とで、繰入額と充当額に差があるのはなぜか、ど

うしてかというご質問だったと思います。 

  これにつきましては、まずこの充当額の金額な

んですけれども、こちらの金額については、平成

22年度が終了した時点で職員に支払われた給与の

実績額になります。これについては総務課の給与

担当のほうから通知がありまして、この金額を充

当という形で掲載してございます。 

  当然、繰入額と充当額に差額が生じております。

このケースですと433万4,607円差額が出ておりま

すが、こちらの差額については、次年度へ繰越金

という形で計上されます。 

  今回も９月の補正予算でありましたけれども、

これは21年度分でしたけれども、今回の分ですと、

今回の９月に既に補正で計上させていただいてお

ります。９月補正予算に国民健康保険特別会計の

繰越金ということで歳入に計上しまして、歳出面

で一般会計への繰出金ということで、この差額も

含めた繰出金が計上されておりまして、一般会計

のほうに差額分がそのまま戻るというような計上

になっております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

  そうしましたら、もう１点だけちょっと確認さ

せてください。 

  これだと、１億8,115万1,393円というのは、実

際に支出された金額という、確定した金額という

ふうに考えてよろしいんですか。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 こちらについては実績出し、実際

に支払われた実績額ということで総務のほうから

通知が来ておりますので、間違いないと思います。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしましたらば、ちょっと確認のた

めなんですけれども、ページですと324ページの

２款４項１目出産育児一時金というところの金額

が、これは9,000万ですね。9,000万というこの金

額は、ここに繰り出しをしているのが、充当して

いるのが、311ページの１項１目の医療給付分の
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上から７番目に１つあります。それから、次に

313ページの３款２項３目の下にも、やはり２の

１の１の10、これはあれですね、出産育児一時金

補助金、これが２つ目。それから、もう１カ所ぐ

らいあったかな。あるんですけれども、要するに

確定した金額だとすると、合計がこれに……。ち

ょっと参考までに調べてみたんです。足してみた

んですけれども、これを超えるんです。 

  もとに戻りますが、今、316ページのところの

１億8,115万1,393円という金額は実際に使われた

金額ですよという説明があった。そうしますと、

じゃ324ページの４項１目の出産育児一時金額に、

この9,048万3,460円という額の内訳の中に……。

ですよね。ここに充てられた充当金はどこですか

と追いかけると、先ほど言った３カ所ぐらいから

充当金になっているんですけれども、その充当金

の合計額がこの金額よりふえる。 

  確定しているんじゃなくて、合計した金額はこ

こに来ているんだけれども、実際はここでも残が

出ているような気がするんです。充当金額が。そ

れは、今おっしゃったように残金という形で繰越

金というような扱いになっているのかなと思うん

ですけれども、要は確定した金額じゃなくて、そ

ちらにこの金額をとりあえず歳出のほうに充当し

ていますという意味で書いてあるのかなと。これ

がぴったり合わないなと。 

  確かめてみるとよろしいと思います。この324

ページの２款の４項１目の9,048万3,460円という

金額はどこから充当されているか。その充当され

ている金額の合計がぴったりはしていない。 

〔「ちょっとわかりますか」と言う人あ

り〕 

○鈴木委員 これに充てるというのは、例えばこれ

ですよね。だから、確定した金額ではないという

ふうに。 

  あと313ページのここを見ている。 

〔「……足して余っちゃうという」と言う

人あり〕 

○鈴木委員 そう、合計ね。 

〔「合わないでしょう。だから、明細を持

って……」「合わなくていいんです」と

言う人あり〕 

○鈴木委員 そう、合わなくていいんです。 

〔「だから、明細がないからわからない」

と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ちょっと答弁を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 出産育児繰入金の充当額ですけれ

ども、まずご質問にありました歳出面での……。

324ページの２款４項１目出産育児一時金、こち

らのほうの支出額が9,043万9,990円、こちらは負

担金になりますけれども、こちらのほう……。 

〔「いや、上の9,048万3,460円のほうで

す」と言う人あり〕 

○会田保健課長 総額で9,048万3,460円ということ

で、実際に繰入金のほうから5,747万9,993円とい

うことで、充当額がそれに足りないということに

なっておりますけれども、繰入金のほうの９款の

ほうからの繰入額については、実績額の３分の２

を市が負担するということになっておりますので、

その9,000万の３分の２が5,747万9,993円という

ことで、こちらのほうから充当するような形、３

分の２の充当額になっております。 

  それと、同じく歳入で３款の国庫支出金が、２

項３目に国庫の補助金が入ってございます。こち

らのほうが422万円ほど入っておりますので。 

  それと、１款の国民健康保険税の中に、現年課

税分の中に、上から７行目、出産給付費に充当と

いうことで、こちらのほうで2,878万3,467円が入

っておりますので、これで金額が実績の歳出のほ
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うの金額に突合するという形になります。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 足すと幾らになりますか、その３つ。

先ほどの３つの充当金額の合計金額は幾らになり

ますか。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 こちらを合計した金額は、324ペ

ージの２款４項１目に記載してございます出産一

時金の負担金ということで、こちらの9,043万

9,990円に合ってくる。 

〔「こっちのほう。合計額。」と言う人あ

り〕 

○会田保健課長 すみません、こちらのほうの合計

額ですね、手数料を含めた合計額の9,048万3,460

円に合ってくる計算になります。 

○鈴木委員 そうですね。はい、わかりました。じ

ゃ繰出金が、実際使われたところがここに充てら

れて、この合計になっているということでよろし

いですね。 

○伊藤委員長 鈴木委員、よろしいですか。 

○鈴木委員 繰り返します。 

  この充当金がここに実際使われた形で出ている

と。そうしますと、出ていない部分は、差額が繰

越金のほうに回っていますということですね。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 はい、そのとおりでございます。 

○鈴木委員 はい、了解しました。ありがとうござ

います。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 322ページのところでレセプト点検

を行っていると思うんですけれども、実際にレセ

プト点検を行って、それでこの医療費適正化特別

対策事業費ということで、七百八十九万四千何が

しという金額を使って医療費適正化特別対策事業

を行っていますけれども、実際にこの点検をして

いて、どのようなミス……。単純ミスがあると思

うんですけれども、単純ミスじゃなくて、明らか

にレセプト上で見つけたミスの中で特徴的なとい

うのはどういうものが多いか、聞かせてください。 

  それと、同じページのところで、国民健康保険

運営協議会がこの年度は開催されていて、そこで

特に運営に関して協議会で話された中で、何か委

員のほうから特別指摘されたことはなかったかど

うか、聞かせてください。 

  それと、327ページのところで、特定健康診査

等事業ということで、通称メタボ健診ですけれど

も、これも8,500万ほどのお金をかけて行ってい

るものの効果というか、評価というかをちょっと

聞かせていただきたいと思います。 

  それで、ここで委託料として、これが一番大き

なものですけれども、7,232万7,000円ということ

で使われていますけれども、実際にこの特定健診、

特定保健指導業務の委託、主なものは、その委託

の業務の内容はそれになっていますけれども、具

体的にどういうふうに。この実施状況という部分

が書いてあるので、特定健康診査を行っている部

分に一番かかっているんだと思うんですけれども、

具体的にどういう業務が行われているのか説明を

してください。 

  以上、１回目で。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 まず、ご質問がレセプト点検関係、

運営協議会関係、それと特定健診関係の３つだと

思います。 

  まず、診療報酬の明細の点検、レセプト点検で

ございますけれども、昨年１年間で点検した件数

については、44万9,748枚の明細書のほうの点検

をしてございます。その中で過誤納を発見したも
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のについては3,048件。この3,048件の内訳ですけ

れども、他の保険者のものということで184件、

他制度適用のもの、国民健康保険以外のものとい

うことで資格が見つかったのは1,795件。それ以

外のものはその他ということでありますけれども、

これが1,069件ございまして、過誤納調整を行っ

たものは3,048件になってございます。 

  運協のほうでの委員からの指摘については、や

はり国民健康保険税の収納率アップの対策につい

てのご意見等をいただいております。 

  それと、特定健診ですね。特定健診での委託料、

国保の健診業務の内容ですけれども、こちらの健

診については、保健センターで実施しております

がん検診にあわせて健診を実施しておりまして、

その内容については……。 

  じゃ、ちょっと答弁をかわります。答弁のほう、

ちょっと特定健診については担当の係長のほうか

らお答えいたします。 

○伊藤委員長 はい。高橋係長。 

○高橋保険事業係長 特定健診のこの委託料につい

ての内訳等のご質問でございますが、特定健診に

つきましては集団健診と個別健診ということでや

っておりまして、集団健診につきましては、検査

の項目については国と同じような内容になってお

ります。集団健診につきましては、１件5,250円

という委託料です。それと、個別健診については

9,750円、それに本市独自の追加項目を指定、実

施しておりますので、委託料については、単価に

ついては若干上がるかと思います。 

  それと、特定保健指導につきましては、かなり

特定保健指導のほうの人数が多いということで、

職員では対応できないということがありまして、

動機づけ支援については健診機関のほうに委託を

して実施しておりまして、積極的支援については

保健センターの保健師が実施している、こういっ

た状況になっております。 

  また、この健診、保健指導の委託料とは別に、

さらに費用決済について国保連合会のほうに委託

をしておりますので、その費用が１件当たり105

円かかるということで、かなり委託料のほうが高

くなっているかと思います。 

  また、特定健診をやった効果につきましてです

が、22年度につきましてはまだ確定が出ていない

ということで、20年、21年度の比較をしますと、

やはり積極的支援をやった方というのは、非常に

次の年の22年度の検査結果がよい方向に向いてい

るということがあります。そういったことから、

今後こういった特定保健指導の実施率を上げて、

積極的に指導に力を入れていきたい、このように

考えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 じゃ、まずレセプト点検のところで

すけれども、お金の話になるんですけれども、実

際レセプト点検をして、どのぐらいここで……。

効果が上がったものですか。金額的に言って。 

○伊藤委員長 会田課長。 

○会田保健課長 レセプト点検の結果、先ほど申し

上げましたとおり、過誤納調整が3,048件ほど出

てきておりますけれども、うちのほうでは財政効

果額という形でその金額等を計算しますけれども、

こちらのほうの金額が1,235万5,841円ということ

で、被保険者１人当たりの金額に直しますと、

327円という数字になります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 その中で、これは人海戦術で点検し

ていて、やはり700万かけても1,200万過誤納請求

があるということですれば、その差額が、やらな

かったよりはやった効果が出ているんだとは思う
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んですけれども、これは実際に同じ薬を商品名が

違って違う医療機関で出しているというのは、実

際見つかってくるものなんですか。 

○伊藤委員長 高橋係長。 

○高橋保険事業係長 同じ作用のもので名前が違っ

たものが見つかってくるかどうかというご質問だ

ったと思うんですが、本市では縦覧点検というも

のを非常に重要視して実施しております。という

のも、21年度にシステムが導入されまして、それ

で縦覧点検が非常にやりやすくなったということ

もありまして。 

  縦覧点検というのは、１人の方のレセプトを何

カ月間か同時に点検できるということもあります

ので、特に検査とかお薬ですね、そういったもの

の点検がやりやすくなりました。 

  今おっしゃった医療機関が違ってしまうという

あたりでは、そういったところでは点検の対象か

らちょっと外れてしまうというようなこともあり

ますので、その辺の点検はちょっと実施はできて

いないといいますか、そこまで制約はないという

ことになると思います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 大きな病院で出してもらっているお

薬と、自分のかかりつけ医で出してもらって……。

胃の薬、Ｈ２ブロッカーなんかが実際には商品名

が違っていて出されていて、同じものでというよ

うなものとか、結構。特に高齢者の場合は幾つか

多受診しているので、同じ薬が出されているとい

うのが結構。私も何人でもない高齢者の処方を見

ていて、あるんです。そこら辺はやはりここら辺

のシステムで引っかかってこないんですね。 

  そうすると、そういうレセプト上のコンピュー

ター上で合わせればできるというようなシステム

を医師会とか何かが認めてくれれば、きっと可能

なんだとは思うんですけれども、そこら辺のとこ

ろまではまだいっていないということですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○早乙女委員 これはわかりました。 

  そして、あとメタボ健診のところですけれども、

結構、集団健診で１件5,250円で、これは個別健

診のところで9,750円１件当たりかかるというこ

とで、人間ドックとか何かのとき、特定健診の用

紙を一緒に渡されて、それで受診をしたときに、

あの紙に書かれてきたものが戻ってくるというこ

と。それで9,750円かかるという、そういう金額

なんですか。 

○伊藤委員長 高橋係長。 

○高橋保険事業係長 その受診券はあくまでもどの

保険者に請求するか、そしてその費用決済を通す

ために、その方の被保険者の番号ですね、あるい

は個人コード、こういったものが入っているもの

になります。 

  人間ドックにつきましては、また別に助成をし

ておりますので、あくまでもここでいう個別健診、

医療機関健診というのは、人間ドック以外に医療

機関に委託をして実施するものになります。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、この5,250円、集団健

診のところでかける費用と、個別健診のところで

9,750円を委託として、結構大きな金額を委託し

ても、効果として最終的に特定保健指導のところ

まで結びついて、それでその中で積極的支援を行

った人に対しての効果ということはあるというこ

となんですけれども、この8,500万円をかけると

いうこの事業が国保会計の中から行われるという、

ある意味、予防的な部分のところが、国保会計が

苦しい中でこれをやっていくという部分のところ

で、費用対効果としてどのように評価をなさって

いるんでしょうか。 

  これはちょっと部長でもいいですけれども。 
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○伊藤委員長 部長。 

○長山保健福祉部長 保険制度のほうが随分変わり

まして、要するに疾病の予防というのが保険者の

責任だと、今、いわゆるそういう形で運営されて

いるのかというふうに考えています。 

  基本的に本当に単純に考えれば、医療保険とい

うのは、病気、けがのときにお医者さんにかかっ

た、万が一のときの費用をみんなで出し合いまし

ょうという制度なので、本来的にこの予防だとか

健康増進だとかまでを医療保険に持たされるとい

うのは、なかなか荷が重いというふうには考える

ところではあります。 

  ただ、今の制度の中でそういうことであって、

なおかつ国保の保険者としては、みずからの被保

険者の健康維持というのも当然考えなければいけ

ないというのが一方でありますので、今の制度の

中で最善を尽くすということであれば、この制度

もできる限り、力の限り担当のほうで取り組んで

やってもらうというようなことで現在進んでいる

ところです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 医療保険も介護保険も、予防という

部分を結構国は保険の中でやりなさいという傾向

にずっとここのところなってきて、でも国保会計

自体が、収納率は落ちるは、やはり国保に加入し

ている人というのが、すごく所得的に大変な人が

加入している割合がすごく多くなってきている中

で、医療保険をみんなで相互扶助の関係で何とか

やっていこうよねという部分のところでも大変な

のに、予防という部分のところまでも保険料の中

で賄わなければならなくなってきているというと

ころで、私もこれを……。 

  無駄にはできない事業なのでというときに、や

はり最終的に積極的支援を行った部分のところで、

先ほど効果があったという具体的な効果というも

のを、ちょっとわかる範囲でいいので、聞かせて

いただきたいと思います。 

○伊藤委員長 部長。 

○早乙女委員 現場でもいいです。 

○長山保健福祉部長 ちょっとその効果の具体的な

内容というところまでは把握していないので、担

当のほうから答えさせるということでご了解いた

だきたいと思います。 

○伊藤委員長 高橋係長。 

○高橋保険事業係長 今、特定保健指導をやった方

の具体的な効果というご質問だったと思うんです

が、20年度にスタートしまして、まだ22年度とい

うことで、非常に全体的に評価するまでにはいっ

ていないのかなと思います。ただ、個別で見たと

きに、やはり先ほど積極的支援と言いましたが、

動機づけ支援もそうなんですが、実施して６カ月

間終了した方というのは、非常に努力をしてメタ

ボを改善しようという、そういった気持ちがある

方ですので、この方たちの次年度の結果を見ます

と、腹囲の改善あるいは血圧が改善、そういった

方があります。 

  それから、今回、数値的にこのくらいというも

のが、ちょっと資料の持ち合わせがないので、お

答えはできないんですが、そういった積み重ねを

今後３年、４年、５年後になったときに医療費に

どう結びつけていくか、こういったところを今後

検証していきたいというふうに担当としては考え

ております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 いいです。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、私のほうからは328ページ

の委託料で、スイミング健康教室それから健康度

アップ事業ということで、それぞれ60人、57人と

いうことの事業が載っております。これに関して、
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22年度の当初の予算で見ると、スイミング健康教

室という１枠で、それで予算が約900万ほどつい

ているわけです。現実に今度、決算で見ると、健

康度アップ事業というこの事業も入っているわけ

です。フィットネスクラブ等で、筋トレとか有酸

素運動とかストレッチとか、そういったことをや

る場合に、１カ月当たり１万2,600円の補助が出

る。スイミングに関していえば、１万2,332円の

補助が出るという事業なわけですが、私、間違っ

ているかもしれませんけれども、これは執行率で

いくと、当初予算から見ると非常に低い事業の執

行率ということになりますよね。 

  それと、繰り返しになりますけれども、当初の

予算の説明ではスイミング健康教室だったものが、

１つの事業じゃなくて、健康度アップ事業も入っ

たという、その経緯、この２点についてお聞かせ

ください。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 ただいまの22年度当初予算の中で

はスイミング健康教室ということだけで掲載され

ていたということですけれども、一応こちらの健

康度アップ事業についても、その内訳ということ

で予算の中に含まれての900万からの計上という

形でスタートしております。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「予算を組むときは積算しているよね。

人数が幾つで。何人と」「予算執行計画

書には書いていないものだ」と言う人あ

り〕 

○吉成委員 それはわかりました。じゃ、そういう

ことで理解しますから、執行率が非常に低いとい

う、そこの部分をちょっとお願いいたします。 

○伊藤委員長 高橋係長。 

○高橋保険事業係長 執行率が非常に低いというご

指摘がありましたけれども、当初予算では、確か

にスイミングのほうが予算の予定人数が150名で、

健康度アップが200名ということで予算は計上し

てございます。確かに健康度アップ事業につきま

しては、特定健診でメタボに該当した方、この人

たちをやはり保健センターの保健指導とあわせて、

そういった運動のほうも指導をしていこうという

ことでこの事業を始めたわけですけれども、スイ

ミングもそうなんですが、自己負担もあるという

こともありますので、非常にここのところ利用者

がふえないといった、そういった課題は抱えてお

ります。 

  このために、23年度につきましては繰り返し周

知をするとともに、特定保健指導の対象となった

方について、チラシをつくりまして利用を呼びか

けているといった状況でして、今後もやはり生活

習慣病予防という観点から、こういった事業も積

極的にＰＲして取り組んでいきたいと考えており

ます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 スイミング健康教室であれば、３事業

所がやっているわけですね。その事業所ではどう

いった取り組みをやっているのかというのも１つ

大切な部分だと思うんです。そこを。 

  確かに係長が言うように、6,000円からの自己

負担があるわけですから、それは大変かなとは思

うんですが、行政側だけじゃなくて、実際にそれ

を事業としてやる事業所のほうがどういうふうに

宣伝をしているというか、ＰＲをしているかとい

うのが１点。 

  ですから、健康度アップ事業に関しても、現在

６事業所ですかね、６カ所でやっているというこ

とで、これは自己負担は少し安くて、5,400円と

いうことになっていますけれども、こちらについ

ても、今、はやりですよね。フィットネスなんて
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いうのは非常にはやりですんで、単純に考えると、

結構そういうものを希望される方というのはいる

んじゃないかと思うんですけれども、スイミング

と違って、こちらの場合には、年齢制限がたしか

40歳からですよね。40歳から74歳ぐらいでしたか

ね。というんで、そこが。ちょっとスイミングは

もう10代から対象になっていますから、その違い

もあるのかなと思うんですが、その辺、もしおわ

かりになればお願いいたします。 

○伊藤委員長 係長。 

○高橋保険事業係長 健康度アップにつきましては、

対象が40から74歳というふうに、スイミングとは

また違った対象年齢となっておりますが、これに

つきましては、当初やはり特定健診、特定保健指

導をいかに効果的に実施していくかということを

考えたときに、これにあわせて健康度アップ事業

もやっていこうということで、年齢を40から74歳

にしたという経緯がございます。 

  今後、早期からの健康度アップ、早期からの生

活習慣病予防というふうに考えたときに、この辺

の年齢等についても今後検討していく段階にある

のかなというふうにはまず考えております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あとは、先ほど言った実際に行ってい

る事業所のほうのＰＲ的なものというのをもし把

握されていれば、お聞かせください。 

○伊藤委員長 係長。 

○高橋保険事業係長 事業所でそういった利用者に

対しての周知をどのようにしているかという、そ

んなことでよろしいんでしょうか。 

  このスイミングの健康教室につきましては、ま

た事業所独自にＰＲというのは、今のところはち

ょっと聞いておりません。市として広報や特定健

診の受診券を発送するときに周知をしている、こ

ういったことになるかと思いますが。 

  今後、事業所のほうにもやはり働きかけをして、

周知の方法を検討していきたいというふうに考え

ております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 こういう事業ですから、当然、事業者

と一体になってというか、しっかりと手を結んで

やっていかないと、当然ふえていかないと思いま

すので、その取り組みはぜひお願いしたいなと思

います。 

  あと、国保全体について１点、これは確かめて

おきたいと思うんですが、最初の決算の説明、こ

れは国保に関して副市長に説明をしていただいた

わけですね。その中で、歳出でいえば、保険給付

費が全体に占める割合の約63％ですよというお話

がありましたよね。そのほかに大きく占めるもの

というのは、共同事業の拠出金であったり、後期

高齢者の支援金、それから介護納付金等々がある

と思うんです。ちょっと私ははじいていないんで、

それぞれが何％を占めているかというのはわかり

ませんけれども、それに対しては、それぞれのこ

の63％以外の部分も含めたパーセントとして見る

と、歳出としては適正な運営がされているのかと

いうのをちょっと確かめたいと思います。 

  それから、あわせて歳入についてですけれども、

歳入についていえば、最も大きなものというのは、

当然これは保険税ということになるわけですね。

それが40億弱。そうすると、全体の予算枠に占め

る、これは大体31％ぐらいの数字になると思うん

ですが、そのほかに国庫支出金であったり、療養

給付金であったり、それから前期高齢者交付金、

それから共同事業の交付金、これらもそれぞれパ

ーセントが何％と、これは出ていますよね。そう

すると、普通にこの国保を運営していく中では、

歳入についてのその数字というのは適正であると、

そのようなとらえ方をしているのか。 
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  また、収納率という問題はもちろんありますけ

れども、それ以外の部分で、この歳入歳出でちょ

っとここは改善すべきだなというところがあれば、

お聞かせ願いたいと思います。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  会田課長。 

○会田保健課長 まず、国民健康保険の歳出面での

各支出項目ごとでのパーセンテージが適正かとい

うことでのご質問ですけれども、こちらのほうに

ついては国のほうから率の指定がございますので、

こちらは那須塩原独自でこれを若干変えるとか、

そういうことはできませんので、これで適正かと

いうふうに考えております。 

  それと、歳入面で、こちらについても、保険税

については収納率というものが当然かかわってき

ますので、若干その保険税のパーセンテージが年

度によって動くことはありますけれども、それ以

外のものの交付金についても、国等のほうの補助

率等からいいますと、パーセンテージは適正、大

体指定されたパーセンテージと同様になっており

ますので、こちらについても適正な割合というよ

うな形で考えております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今、課長の説明で、もちろん国保を運

営していく際には、それぞれ決められた範囲の数

字というのが当然ありますよね。そこに不足する

部分は当然入ってくるわけですから、それはよく

わかるんですけれども、ただ決算の説明のところ

でも言われているように、例えば先ほど最初に触

れたように、保険給付費が占める割合は63％、じ

ゃその63％というものの数字自体が、全国平均的

なもので見ると本市においてどうなのかという部

分。それに関して、今度はそのほかの事業のパー

セントは当然決められているにしても、その割合

としては当然決められているにしても……。 

  平成22年度はちょっと特殊な例、事情もあった

かもしれませんよね。診療報酬というのが上がっ

たということもありますから、ここの部分が膨ら

んでしまったということもあるんでしょうけれど

も、そういった観点を含めて適正なのかという聞

き方をしたんですが、その点いかがでしょうか。 

○伊藤委員長 部長。 

○長山保健福祉部長 一応、那須塩原市の国民健康

保険の運営については、全国的によく言われてい

るように、一般会計のほうから一般財源からの補

てんを受けているというようなことはないです。

一般財源からの繰入金もありますけれども、それ

については法定繰入金ということで、当然市が負

担すべき金額というような中での繰り入れになっ

てございますので、歳入としては保険税を中心に、

あとは国・県の負担金それと補助金等を充当しな

がら運営しているということで。 

  給付費の割合それから保険税の割合、年度によ

って多少変わりますけれども、その中で今、こと

し国保税の改定がご存じのようにありました。そ

れについては前年度まで剰余金が多少多くなって

きたというようなことで、そこら辺の調整も含め

て、やや下げる方向の改定というのがあって、そ

の辺でバランスのほうを調整していくというよう

なほうに進んでいるわけです。 

  今のところ、そこら辺の時間差的に、ちょっと

遅かったり早かったりするところはあるんですけ

れども、一般財源をいただかないで運営できてい

るという意味で、適当な運営がなされているとい

うふうには考えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の説明どおりだと思います。あと改

正の部分は、対象者がそんなにたくさんいる改正

ではございませんし、どちらかといえば、こうい
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う流れでいけば、こちらのほうの関係が多いんで

しょうから、そういった部分では。 

  また、現実問題としてはことしですから、数字

としてあらわれてくるのはこの後になってくると

思いますので、適正に運営されているということ

ですから、了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今、部長のほうから適正に運営されて

いるというようなお話だったんですけれども、こ

れは税務課との関係もあるんでしょうけれども、

収税率が去年、おととしは非常に県でもトップレ

ベル、全国でもトップレベルで悪かったと思うん

です。その収税率が悪いのに収支がうまく合って

いるということ自体が、何か不思議な感じがする。 

  そこで、何ですか、税金を少し安くしたという

ことがあるんですけれども、実際は、もともと那

須塩原市民は、国保の方は医者に行かないという

ところで助かっているんだと思うんです。なので、

もうちょっと、何というんですか、使う側でも収

税率を上げるような方向、やはり平等ということ

にちょっと無神経なような気がするので。 

  原因がよくわからないんですけれどもね。払っ

ていない人の状況がわからないので、一概には言

えないんですけれども、税務課とも一緒になって、

その収税を上げるということの対応というのはな

いんでしょうか。ないというか、そういうふうに

してもらいたいとは思っているんですけれども、

その辺はどうお考えになられていますか。 

○伊藤委員長 部長。 

○長山保健福祉部長 確かに収税率というのは、も

う国保だけではなくて、すべての税目について、

昔からこの地域はよくないというふうに言われて

います。特に国保税については、なかなか上がっ

ていかないというような状況にあったんですけれ

ども、幸い滞納整理とかにもう収税のほうでかな

り力を入れて取り組んでいただいたというような

こともあって、昨年度は上向いてきたと。これは

近年になく上向いたということで、今年度の今ま

での状況についても、なお昨年同期を上回ってい

るという状況が続いております。したがいまして、

この努力を決して手を緩めることなく、保健福祉、

給付のほうのサイドでも、やれることはあると思

いますので、そちらのほうも収税のほうとよく連

携を図りながら、今後とも収納率の向上に努めて

いきたいと思っています。 

  当然、収納率が上がれば、要するに国保の運営

に必要なお金という総額は決まっているわけです

から、それを被保険者の方にどういうふうに分担

していただくということで税率が決まるわけです。

ですから、最初から納めない人が１割いるだろう

という前提で課税するのと、全員に納めていただ

けるということで賦課していくのとでは、当然税

率が変わってくるわけですから、その辺は当然公

平ということを考えた場合には、なおざりにでき

ないことだというふうに考えています。 

  ですから、この上向きの状況を……。今、災害

やら何やらで、雇用情勢等も、せっかくリーマン

ショックから立ち直ってきて、何とかというとこ

ろで、またちょっとどんどん落とされてしまった

ということもあるんですが、にもかかわらず、そ

こは皆さん納めてくださっているという今までの

状況がありますので、それを引き続き続けていく

努力を続けていきたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今の回答ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。 

  もう一つ、早乙女委員が質問していたことで、

ちょっと私も気になるので、327ページのメタボ
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健診なんですけれども、これは対象者というのが

いて、そのうちどれだけのパーセントが利用して

いるのかという聞き方だけちょっと。データ的に

わかりますか。 

○伊藤委員長 係長。 

○高橋保険事業係長 受診率でございますが、22年

度につきましては、まだ11月に確定ということに

もありますので、21年度の受診率は37.6％という

ことになります。37.6％ということに21年度は確

定、22年度については、推定でやはり同じく

37.6％か37.7％、こういった数値かと思います。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしましたら、そういう人たちが受

診されたんでしょうから、その37.6％のうち、そ

の中でまたメタボから改善していったという人の

割合というのはどれくらいでしょうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○高橋保険事業係長 この受診率、受診者数の中で

特定健診、特定保健指導については非常に複雑な

基準が決められておりまして、メタボの判定が、

平成21年度につきましては、いわゆる基準該当と

いうのが14.6％、予備軍というのが13％、これら

の方をさらに特定保健指導が必要かどうかという

のを国のほうの基準に従って階層化をします。こ

れらの特定保健指導を実施しまして、21年度の積

極的支援の対象者が370人、動機づけ支援が847人

ということになります。 

  これは、内臓脂肪症候群の判定の推移を見てみ

ますと、平成20年度では、基準該当、いわゆる予

備軍該当となった人が全部で全体の28.4％いまし

た。平成21年度につきましては27.6％ということ

で、内蔵脂肪症候群の判定が若干減少したという

傾向があります。22年度については、先ほど申し

ましたように、今、法定報告のほうの準備を進め

ているところでして、11月ごろに確定されます。 

  ただ、補足しますけれども、この国でいう受診

率というのは、いわゆる４月１日現在、国保に加

入していて、ずっと年度内異動のない人というこ

とになりますので、今回、実績として出しており

ます数値と若干違ってくるかと思いますが、受診

率についてはそういうとらえ方で、全国統一して

出しております。 

  以上です。 

○鈴木委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 どうしても国保会計、収納率が低い

中、その理由もなぜかというと、やはり経済的に

大変な階層を抱えている制度でも、この医療保険

制度の根本的なところを改善しなければならない

ということをずっとほうっておかれて、国保のと

ころにすべてのしわ寄せをしているということで、

その中で、やはり先ほどの予防的な部分まで国保

会計でさせていくというのも負担ですし、それに

対して国は負担金という国庫負担金も出していま

すし、県も負担金を出している。そういう負担金

を出すということを国ができるなら、逆にこうい

う形での負担ではなく、会計自体を楽にしてくれ

る国の負担をしてくれたほうがいいというふうに

思うことが１つと。 

  予防的な部分は国保だけを対象にするよという

ことじゃなくて、市民を対象にした予防というも

のを市が行う。細切れに、国保の人はここの会計

でやるとかということじゃなくて、市民を全体と

した予防的な部分の取り組みをするというほうが、

私は効果的なのではないかなというふうに思いま

す。 
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  やはり先ほど部長も話していましたけれども、

納めない人も含めて保険料を算定するというこの

制度の中で、やはり納めている人が負担が大きく

なっていく。そういう中で、那須塩原市は法定繰

り入れだけで、一般会計からの繰り入れは国保自

体にはしていないということが……。やはり私は

少し負担軽減をするということで、行うべきだと

いうふうに思いますので。 

  それで、内容的にも、ずっと見ていっても、国

保の利用者、被保険者に相当負担のある制度がそ

のままずっと継続されていくということに改めて

疑問を持ち……。 

  ただ、これは総務のほうで歳入で、使うほうだ

けがこちらなので、ここでどういうふうに。今言

ったような内容というのは、どちらかというと総

務で検討していた内容なので、ここでそれを理由

に反対という……。 

  何かいつも、分けられてしまってから、とても

これに対して、どっちにいても……。お金をいた

だくほうと使うほうが別のところで審議をしてい

るので、いつも。総務のほうでも言いにくかった

し、こちらでも言にくいんです。こういう会計が

２つに分かれているというところが。でも、やは

り歳入の部分のところを考えていると、賛成でき

ないということ。 

  ここでそれを理由に言うというのは変なんです

けれども、でもここで意思表示をしておかないと、

本会議場のところでは自分で意思表示ができない

ので、とりあえずここで。 

  そういうことで、総務の部分がほとんどなので

すけれども、賛成できません。 

  福祉のところで言うのは変なんですけれども、

そうじゃないと。 

〔「討論だから、反対なら反対ともうちょっときち

っと。」と言う人あり〕 

○早乙女委員 反対で、この福祉教育常任委員会の

部分のところの疑問点は、予防を会計の中でする

というのは、これを続けていくということに疑問

を感じるということで、それは一つの理由です。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がございますので、挙手により

採決いたします。 

  認定第２号 平成22年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてを原案のと

おり認定すべきものとすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第２号 平成22年度那須塩原市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  それでは、10分間休憩を入れます。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続きまして、審査を行

います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 次に、認定第３号 平成22年度那須

塩原市老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 



－122－ 

○会田保健課長 （認定第３号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第３号 平成22年度那須塩原市老人保健特

別会計歳入歳出決算認定についてを原案のとおり

認定すべきものとするということで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 次に、認定第４号 平成22年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○会田保健課長 （認定第４号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第４号 平成22年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についてを原案の

とおり認定すべきものとすることでご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第４号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

〔その他〕 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、保健課所

管から、何かその他でございませんか。 

  課長。 

○会田保健課長 特にございません。 

○伊藤委員長 それでは、保健課所管の決算審査特

別委員会第２分科会を終了いたします。 

  執行部入れかえのため、暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午前１１時２１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 市民課所管では、常任委員会審査に

該当するものがありませんので、決算審査特別委

員会第２分科会の審査を行います。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○高久市民課長 （認定第１号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとするということで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

〔その他〕 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、市民課所

管から、その他で何かございませんか。 

○高久市民課長 ございません。 

○伊藤委員長 保健福祉部の今定例会における常任

委員会、決算審査特別委員会は終了となりますが、

保健福祉部全体で何かございませんか。 

  部長。 

○長山保健福祉部長 今回の委員会の説明に当たっ

て、たびたび不手際等がございましたことについ

ておわびしたいと思います。 

  今後ともそれぞれの職務に励んで、適切なご説

明ができるようにしたいと思っておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 ここで休憩いたします。 

  １時から再開となりますので、よろしくお願い

します。 

 

休憩 午前１１時３３分 

 

再開 午後 零時５９分 

○伊藤委員長 教育部の皆様には、大変遅くまでか

かりまして申しわけありません。 

  それでは、休憩前に引き続きまして会議を開き

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育委員会事務局教育部の審査 

○伊藤委員長 それでは、早速教育委員会事務局教

育部の審査を行います。 

  初めに、平山教育部長からごあいさつをいただ

きます。 

○平山教育部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、教育総務課の常任委員会

審査を行います。 

  議案35号 平成23年度那須塩原市一般会計補正

予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○山﨑教育総務課長 （議案第35号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 校庭の表土除去のところで、実際に

表土除去をした学校のところの発注は、建設部の

ほうでしていると思うんですけれども、教育委員

会のところでは、実際にどういう状況になってい

るかという、この表土除去の内容、工事の進捗状
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況とか、あと完了したときの状況とかというのは、

確認はしているんですか、していないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 すべて表土除去、11校につい

ては、管理を含めた中での確認というのは、すべ

てなされております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私のところに、下野で撮ったこの写

真を見て、この除去後も尽きぬ不安ということで、

金沢小学校が出ていたんですけれども、これを逆

にやった人たちは、この土が穴を掘った残土だと

いうことはわかるんですけれども、この写真を見

たときに、残土が校庭にあるというふうにはだれ

も思わなくて、福島なんかでも、表土除去した土

が、校庭のところに積み上げられていて、そこを

ブルーシートで覆っているということを、テレビ

とか何かでさんざん見たものですから、これを見

たときに、「除染後も尽きぬ不安で、表土除去に

伴う残土が積まれていた校庭で児童が運動会の練

習に励んでいる金沢小」といって、えっ、せめて

ブルーシートぐらいかければという感覚だったん

ですけれども、現場を見てきたら、これは穴を掘

った土だったんですよ。 

  玉石がゴロゴロしているということは、表土で

はないというのはわかるんですけれども、一般の

人にすると、こういう報道をされちゃうときに、

何でこの工事が終わったときに、これの撤去まで

しなかったのかといったら、表土をほかに持ち出

したというふうには思われたくないので、このま

まにしたということなんですけれども、普通の工

事だと、あり得ないところでストップがかかって

いるんですね。 

  私、１つ、金沢小ではなくて、確認したところ

が、箒根中学校は、たまたま校庭のところの下に

あるプールの脇のところにあったんで、校庭の中

にこういうふうに放置されているという状況では

ないんですけれども、関谷小学校とか、ほかもそ

うですよと言われたので、この辺の考え方、説明

してもらって、逆に、校庭にこれだけの土を置い

ておいて、金沢小学校はこの残土をほかで使うと

いうことが、ありえる……予定している工事なん

かはないので、これは速やかに撤去するまでで工

事が終了だというふうに私は思うんですけれども、

その辺のところを説明していただきたいんですけ

れども。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 基本的には、トレンチで掘っ

たものの部分は、どうしても埋め戻しをする際に、

新しいものを入れますから、プラスマイナスで出

でくるのは当たり前の話であります。 

  少なくとも、土壌を掘った比較的安全なもので

すから、それは場外持ち出しということもなかな

かかないませんので、そこの校庭ないし、学校敷

地内に保管するということで、やむを得ない措置

かと思います。 

  ただ、早乙女委員がおっしゃるように、そうい

った記事が、あたかも誤解を生むような記事とな

っておりますので、今後そういった盛り土につい

ては、学校のほうと協議をしながら、どういった

保管の仕方、あるいは対策が必要かということを

含めて協議をしていって、誤解のないことで対応

していきたい、このように考えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 汚染のない土なのでということです

けれども、今までのいろんな工事、道路工事にし

ろ、さまざま土木工事をしたときに、逆に残土が

出てしまうという工事は今までありますけれども、

道路工事をしたり、何かをやったときに、残土を

そのままそこの脇に置いておくという工事の発注
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の仕方ってなかったんだと思うので、このまま放

置するということがないように、私は子どもたち

もすごく、ここの中で現場を見てきたんですけれ

ども、やっぱり校庭の中にこういうふうに積まれ

ているというのは、すごく普通の状況ではない、

なるべくそこじゃない、こんなホームベースのち

ょっとこっち側のところにこれが置いてあるとい

うのは、こんなに場所を選ばないで置いてあると

いうこともとても不思議なので、そこを全部確認

していただきたいというふうに思いますけれども、

どうでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 大変ありがたいご意見ですけ

れども、あえて私のほうで申し上げるならば、そ

れらの土壌、それが別の場所に搬出可能とか、そ

ういったことになれば、当然対策として考えなけ

ればなりませんので、確かに私どもも放置でいい

のかということもあります。 

  ただ、現状の中では、最大限の努力の結果とい

うことで、ご認識、ご理解を賜ればと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今の質問と重なるんですが、表土除去

をして、その後、そのグラウンドを利用する際の

件なんですけれども、どうしても以前のグラウン

ドから比較すると、雨が多かったということも関

係しているんですが、荒れているというんですか、

そういったことがあるものですから、そこの部分

のメンテナンスをしていただくと、児童生徒、も

う少し使いやすいんじゃないかなと思うんですが、

その点はどのように考えていらっしゃいますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 できるだけ短時間のうちに、

新学期というか、夏休み明けに、子どもたちの利

用しやすいということで、できるだけ校庭復旧と

いうことで手がけてきたわけですけれども、当然、

今まであったマウンドとか、そういった細かな配

慮を加えた形状が校庭内ではいろいろあるわけで

す。 

  それは、以前ＰＴＡの代表の方々、あるいは校

長との協議の中で、基本的には表土除去が大優先

ですよという話をさせてもらっております。 

  今後、各学校によっても、細かな部分というの

は当然出てきますでしょう。 

  ある程度、学校を取り巻くＰＴＡの関係者の

方々と、そういう力を借りながら、そういった、

できるだけ現状まで復旧する努力をしていただき

たいという前提で、この表土のお話をしました。 

  再度、どうしても、こういった部分でやりづら

いとかというものがあれば、スポット的な対応と

いいましょうか、それは協議の中で生まれてくる

話だと思いますけれども、現段階での実績と今後

の対応については、一応基本的には表土除去をベ

ースということでご理解賜ればと。 

  あと、細かなことは、それぞれの学校によって

違いますので、そういったご理解でお願いしたい

と思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 14款の国庫負担金、それから、14款の

２項７目の補助金で、補助金の考え方と負担金の

考えているところが違うようなんですけれども、

その考えの説明と、あと今回の補助金で、災害に

よる修復だと思うんですけれども、もうこれでほ

ぼ終わりなのか、まだ残っているのかの２点お伺

いいたします。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 私も専門家じゃないんであれ
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なんですが、いわば国庫負担金と補助金のすみ分

けということは、いわば国庫負担法に基づく、当

然法律で規定されている負担分ということが、国

庫負担金として、当然文科省の査定を経た中での

補助率ということになります。 

  それで、補助金は、できるだけ地方負担がかさ

むので、財政的な支援、側面からの支援というこ

とで、そういった意味での財政支援ということで

の補助金ということで、整理をさせてもらえれば

と思っております。 

  それと、そのほか、今後残された災害復旧関係

ですけれども、今のところ、４月に大きな災害復

旧費を計上させてもらった中で、今まで実施して、

当然まだ完了している施設ばかりではありません

けれども、今計画しているものは、予算計上はお

おむね完了してる。 

  あとは、工事の完成といいましょうか、進捗の

問題であると、そのように認識しています。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 もう一度、改めて確認ですけれども、

今回のこの２つ、幾つか名前の出た学校のほかに

は、もう新たに予算計上してやるようなところは、

今のところあるのかないのか、予定しているのか

どうかだけ、もう一度確認お願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 すみません、そうすると、今

の私が申し上げた学校、３校ございましたね。 

  それ以外ということですか。 

○鈴木委員 そういう意味です。 

○山﨑教育総務課長 それは、当然たくさんの被災

した校舎、大なり小なりあります。 

  ただ、先ほど申し上げました、国庫負担法に基

づく文科省の査定に対応できる災害は、この３校

だったということで、あと単独費で実施していく

ということでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 続いて、議案第47号 財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○山﨑教育総務課長 （議案第47号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 一応質問ということで、その金額は、

どういう経緯を経て決定したかを説明お願いいた

します。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 価格の決定につきましては、
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当然専門家であります鑑定士に鑑定評価を入れて

ございます。 

  このお金は、算定に至るまでのことについては、

つらつら申し上げることはできませんけれども、

おおむね公示価格から引っ張ってきて、さらには

今まで長いこと借地としてやっていたわけですか

ら、そういった財産としての借地権割合、ないし

は、今こういう土地が非常に動かないような時代、

そういったものを勘案しまして、平米当たり１万

3,200円という鑑定評価をもとに、それを採用し

て、それで決定し、取得、使用するものです。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 答えていただけるかどうかわかりませ

んけれども、この２つを合わせると約１haぐらい

の面積かと思うんですけれども、わかればなんで

すが、取得に対しての固定資産税はどのぐらいだ

ったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 固定資産税につきましては、

わかりかねます。すみません。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 今回取得になったということの経過

のところで、とりあえず小学校の統廃合の論議も

終わりまして、共栄小学校は共栄小学校として存

続するということの結果も出てということも、今

回の取得に向け、この時期に取得をしたというこ

とは、それもあるのかどうか聞かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 ただいま早乙女委員からご質

疑があった点については、全く関係がございませ

ん。 

  というのは、計画的な取得を予定しておりまし

て、今般、23年度当初予算にこれらが予算的に認

められ、計上になったということで、当然地権者

からの買い取り申し出もあったという過去の経過

もございますので、それで取得をしようという動

機でございますので、統廃合に係る適正配置には、

今回のこの用地取得は全く関係ないということで

やっております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 だから、今年度の予算にあったから

したんですけれども、それのところでは、統廃合

は全然加味せずに、予算として今年度取得すると

いうことは決まったわけじゃないということで、

全然関係ないんだという理解で、予算にあったか

ら今回取得することが進んだというんじゃなくて、

予算に計上するときの話なんですけれども、その

前のところで、そういうことはなかったというこ

とでいいんですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 ただいま早乙女委員がおっし

ゃられたとおりでございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  副委員長。 

○櫻田副委員長 それでは、３点ほど聞きたいんで

すが、財産の取得についての経緯については、吉

成委員の市政一般で経緯については十分わかりま

したが、借地契約についての内容、例えば年数で

すとか、契約金、そういったものと、今計画的な

購入とありましたが、教育部の借地の今後の購入

の予定、そういった計画をお伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 ３点ほどあったかと思います

けれども、私どもで現在とらえておりますのは、

借地契約にかかる地代、これが大きくかかわって

くると思いますけれども、こちらにつきましては、

これは平成15年に単価改定が行われまして、おお

むね490万という年額の地代をお支払いしていま

す。 
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  もっとさかのぼりますと、平成元年とか２年当

たりが、やはり坪60円当たりの契約をしていまし

て、この当時でいいますと、270万ほど年額で地

代としてお支払いしていると、そのような状況で

ございます。 

  これは大きいほうの面積の所有者について申し

上げましたけれども、もう一つの小さなほうも同

じレベルで、例えば直近でいいますと、おおむね

237万円ぐらい。先ほどの平成元年、２年当たり

でいいますと、140万円程度の借地代をお支払い

していたということになります。 

  単価改定が結構まめになされておるということ

で、直近でいいますと、大きくは平成15年に単価

改定をして今日まで来ているというのは、大きな

ものでございます。 

  それと、今後の小学校用地の取得については、

幾つか大きいところ、小さいところを含めまして、

穴沢、寺子、波立と幾つかありますけれども、今

のところ計画的にそれぞれの用地取得を進めよう

ということはございません。 

  以上です。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○櫻田副委員長 市に土地を貸していて、こんなに

高く買い取ってくれるんだねみたいな、市民のそ

ういった感覚、だからその辺の年数と契約につい

ては、民間レベルで考えると、果たして適切なの

かという部分と、適切なところで値段を見積もっ

ていると思うんですが、こういったのが今後、吉

成委員の説明、一般質問にあったと思うんですが、

市役所に貸しているとこんなにいいのみたいな市

民感情が出てくるんじゃないかと思うんですが、

その辺どのように考えているか。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 私どもでは、当然、先ほど固

定資産税の話が出ましたが、税額はいずれにしま

しても、固定資産台帳に登載されている評価額か

ら押しまして、そういった坪単価契約、あるいは

平米単価契約をしてきたというのがこれまでの経

過でございます。 

  それと、評価については、先ほど専門家を入れ

て評価をしたということで、単価が１万3,200円

と申し上げましたが、借地権割合がそこで随分落

とされていますので、もうちょっと言うならば、

そういったものを加味しなければ、評価自体も１

万6,000円とか7,000円の世界になっていくという

ことでありますので、私どもでは、おおむね現状

にあった適正な価格で出されたものと理解してい

ます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○櫻田副委員長 それでは、今後、例えば借地をし

ているところで、経緯につきましては、買ってく

ださいというような意見があったんで買い取りま

すよというような答弁だったと思うんですが、今

後、そういった部分で、この計画なんですが、今

こういう時期なんで、苦しくて市役所に買ってく

ださいよと来たときの対応は、やっぱりこんな形

で今後もなっていくんですかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 私どもも、今は中長期的な学

校運営にかかる費用というものを、当然ローリン

グの中で位置づけて、予算要求をしているという

のが現状であります。 

  その中で、計画的な用地取得ということが、先

ほど申し上げましたように、現状ではありません

が、先ほども、共英小は幸いに予算計上にもなっ

て、計画的な取得ということに何年も前から計画

をしておりました。少なくとも、この３、４年来、

ずっと地主さんとの交渉とか、そういった中で進

めてきたわけでございます。 
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  それで、なおかつ計画的に取得しようというこ

ちらの意図と、買い取り、いわば地主さんとの要

請がうまくタイミング的に合ったということから

取得しようということに至ったわけで、今後の残

された用地については、そういった私どもで計画

する用地取得と、その時々に出てくる地主さんと

の交渉の中で、それらは当然対応せざるを得ない、

このように考えているところです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第47号 財産の取得について、原案のとお

り可決すべきものとすることでご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第47号は、全員異議なく、可決

すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を一たん閉会し、決算審査特別委員会、第２分

科会審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○山﨑教育総務課長 （認定第１号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  君島委員。 

○君島委員 歳入の中で、36ページ、20款４項３目

学校給食収入。これの調定額を教えていただけま

すか。できたらおのおの調理場ごとのやつで教え

ていただければと。現年、過年度と分けて教えて

ください。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 22年度の黒磯調理場でござい

ます。２億573万5,816円、共英調理場9,869万

9,517円。西那須野調理場でございます。２億

4,438万5,578円でございます。合計５億4,882万

911円でございます。ただいま申し上げましたの

が、現年度分ということでございます。 

  続いて、繰り越し分でございます。よろしいで

しょうか。黒磯共同調理場のほうが721万8,407円

でございます。共英調理場603万2,225円、西那須

野共同調理場494万1,176円、合計で1,819万1,808

円でございます。 

○伊藤委員長 君島委員。 

○君島委員 それを踏まえまして、５款労働費の中

で、150ページですか。緊急雇用創出事業で給食

滞納に対して臨時職員の賃金を取ってありますけ

れども、この効果はどうだったんですか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 未納額については、県内で高

い数字、割合ではなくて数字自体で比較しますと

高いということになりますけれども、新聞報道等

にもよりまして、昨年21年と比較いたしましても、

現年度分の収納は３割ぐらいアップしたというこ

とになっております。そのほか、こういった雇用

創出にかかわる臨時を採用したことによりまして、
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そのほかの臨戸訪問等の回数もふえたということ

で、随分、まめに臨戸訪問ができるという体制、

あるいは学校との協調というか、共同作業の中で

の臨戸訪問ができたということで、滞納額につい

ては、大きく前年度と比較いたしましても、おお

むね３割程度は上がってきたと。そういう認識で

あったので、非常に効果があったというふうな認

識でおります。 

  以上です。 

○君島委員 ありがとうございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 235ページのところで、これは黒磯

の学校調理場の賄い材料費のところですけれども、

賄い材料の調達先の学校給食センターの割合、大

まかな幾らということではなくて、どこからどの

ぐらい出ているかというのでいいんですけれども

教えてください。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 おおむねなんですけれども、

栃木県学校給食会が非常に大きなウエートを占め

ております。ちなみに、これ一部の参考的な数字

で恐縮なんですが、共英小学校について申し上げ

ますと比率を出しているということがないんです

が、おおむね栃木県の学校給食会、こちらからが

８割強出しているということです。あと黒磯綜合

食品卸売市場です。こういったところから……。 

  もう一度申し上げます。学校給食会、おおむね

７から８割程度が学校給食会ということです。そ

のほか、黒磯綜合食品卸売市場が６％程度、那須

野農協、こちらが1.4、そのほか地元の業者関係

が12％程度、このようなシェアになっております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 その辺のところの食材の調達という

のは、実際には、どういうところが、献立を立て

る栄養士のところでどこから入れるとかというこ

とを決めていくことになるんですか、これは。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 そのとおりです。よろしいで

すか。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そういう中で、その食材の質的な、

まずある学校給食会なんかでは、どこから入って

きている食材なのかと、狂牛病があったりとか、

何かで問題があったりなんかしたときに、それら

のところのチェックというのはどこが行うことに

なりますか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 主にというか、栃木県の関係、

栃木県が実施しているというふうに理解をしてお

ります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 学校給食会においては栃木県のほう

でその辺のところは把握している。何かがあった

ときに、そういうところから今まで連絡が来て食

材を変えたとかということというのはございます

か。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 私がこちらを担務するように

なってからは、個別なそういう連絡等はございま

せんでした。ただし、こちらの要請等があった声

は伝えてあります。例えば、一時牛肉の不安があ

ったと、そういったものについては、そういった

食材を極力使わないという方針が出ているので、

そういった声は学校給食会のほうには届けるよう

にはしております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 
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○早乙女委員 食材の安全というのは、この学校給

食会に入れる。それぞれのところで入れてくると

ころの責任で、そこに食材の安全を求めることと

いうのは、可能な契約になっていますか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 大変不安定な答弁で申しわけ

ないんですが、そこまでの契約については承知し

ていないのが現実です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 この決算のところで、その辺のとこ

ろがどういうことでこの食材を入れているかとい

うのの、食の安全の責任というのは、実際にそこ

に入れたものの食の安全の責任というのは、市町

村に、要するに那須塩原市にはどの程度あるもの

ですか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 すべてについて承知している

わけではございませんので、活動についてはわか

りません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 一応、レストランだったら、もし食

材で何かがあったときに、それを調理して提供し

たときに、この間もどこでしたか、チェーン店で

ありましたよね。そういったときに、そこの調理

したところが責任を負うというようなことで、こ

の食材に関するもので何らかの責任を問われるよ

うなことがあったときは、那須塩原市だという理

解を私はするんですけれども、そうだという理解

でいいですか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 そういった総体的な責任の所

在ということになると、那須塩原市ということに

なると承知しています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと次に、西那須野の共同調理場で

すけれども、238ページのところで、工事請負費

のところで調理場の壁の改修工事ということで

238ページの下のほうにあると思うんですけれど

も、これはどのような工事になっていますか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 ここに記載のとおり、壁の改

修工事を実施したものでございまして、壁の素材

がいわば食材にはがれ落ちる、そういった素材で

あるということがわかりました。少なくともそう

いった懸念を除くという意味で、壁の改修という

ことでステンレス張り、要するにほこりとかそう

いった壁の剥離物とか、そういうものが入らない、

そういったことでステンレスの壁改修工事を実施

したものです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 この剥離というのは、別にこの災害、

このときにも工事請負費でいるので、さっきの補

正のところの西那須野の調理場の工事と、震災に

おけるもので、剥離がしやすくなっているとかと

いうものとはまた別の問題なんですね。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 そのとおりでございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ついでに聞いてしまうんですけれど

も、先ほどの補正のところで西那須野の調理場、

大きな災害での改修工事があると思うんですけれ

ども、この西那須野の調理場の建てる場所は、あ

そこ盛り土か何かしてつくったんだというふうに

思うんですけれども、地盤的にあそこは安定して

いないところなんですか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 建物を建てるに当たって、当

然ボーリング調査とかしていますので、その点に
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ついては、懸念はしていないところではあるんで

すが、この震災による損壊の程度、これはちょっ

とほかの調理場とは比較にならないような形であ

らわれてきたと。原因については、私はプロフェ

ッショナルじゃないのでわかりませんが、特にと

りわけ西那須野の共同調理場の被害は大きかった

と、そのようなことでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、耐震化についてちょっと質

問いたします。 

  247と254ということになると思いますけれども、

小学校、中学校それぞれ。今回、22年度で耐震化

がされた教室体育館等があるわけですけれども、

何度も質問が出ていますから、数字的には多分こ

れで間違いないんだろうと思うんですが、22年度

現在での耐震化率というのをまずお聞かせを願い

たいと思います。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 それでは、６月議会でも答弁

を申し上げましたように、67.8％の耐震化率とい

うことになります。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 細かいようで恐縮ですけれども、８月

25日の下野でいけば、那須塩原市は耐震化率67.5

になっているんですね。記者発表等の誤差が出た

んでしょうかね。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 従来から持ってきている数字

等で、例えば増築改築の関係が面積等でもありま

す。その一考としてとらえている部分の全体の姿、

それを別な形で新築の場合、置きかえたりする作

業が当然出てきますので、割り返した場合には、

若干のそういう差異が出てくると。ただ、その記

者発表は、当然うちのほうから出ている数字なの

で、そこら辺の微妙な計算の違いがあったかもし

れません。ただ、公式的にはその数字が、議会と

ちょっと違いますけれども、そういう数字が公式

だと考えます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 本当にちょっと細かいことになります

けれども、ホームページのほうから那須塩原市学

校施設耐震化診断結果一覧表というのが取れるわ

けですね。これを見ると、全く更新されていない

んですね。例えば、黒磯小学校。22年度までに耐

震化予定ということで、耐震化されているわけで

すよね。それから三島中学校もそうですね。そう

すると、せっかくデータを引き出しても古過ぎて

しまって、意味がないわけですよね。数カ月前の

話であれば、さほど違和感はないんですけれども、

何年も、これ前のという形になっているような数

字も出ていますので、これはやはりデータを入れ

かえて、なるべく新しいものにしていただきたい

なと思います。これは教育総務課と限らず、ほか

に関しても非常に古いデータが残っているという

ことで、前にも指摘はされていると思うんですが、

これ数字ですので、よりやはり細かな、ましてや

耐震化ということに対しては、いろいろな方、父

兄も含めて、保護者も含めて敏感ですので、これ

はぜひ早目の新しいデータを入力していただきた

いなと思いますので、よろしくお願いします。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 ただいまのご意見に基づきま

して、速やかにそういったホームページ等の最新

の情報を載せていって、そのようにいたします。 

  以上です。 

○吉成委員 以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 
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○鈴木委員 西那須野の調理場の件ですけれども、

これ築二、三年だと思うんですが、壁を改修しな

ければならなかったというのは、具体的にはどう

いう壁で、どういう判断でまたこういう、金額が

300万ほどあるんですけれども、具体的にどうい

うことだったのかご説明いただけますか。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 今から翻って考えれば、その

工事の施工過程、あるいは材質を選定するに当た

って、若干強度とそういった表面の塗装、それら

が剥離するような事態を想定していないという中

で、それらの部材等を選択して壁として使ったと。

そのように理解をしております。つまり、その実

際実稼働した中で、機材が壁に衝突するとか、ま

れにそういう事態が起きた場合に、そこに傷がつ

いたとか、そこの表面塗装がはがれ落ちるような、

そういう部材でやったのは間違いないことなので、

それを非常に甘かったと。施工の部材等の選択が

甘かったという判断はあろうかと思いますけれど

も、我々とすれば、それをいち早く安全確認しな

ければいけないだろうということであります。で

すから、今委員さんがおっしゃったような、当初

そういった築何年もたっていない中でそういう工

事ということは、確かにおっしゃるとおりであり

ます。ですから、当初の設計を超えたデザイン選

択の中でのそういう施工が、きっと甘かったのか

なという感じはしています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 具体的に、当初の設計の材質と今新た

な設計は何に変えたのかだけ教えてください。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 先ほど申し上げましたように、

ステンレスにしました。 

○鈴木委員 すみません。その前は。 

○山﨑教育総務課長 その前は…… 

○伊藤委員長 係長。 

○中村教育総務課学校整備推進室長 最初の材質は、

フレキシブルボードの二重張りに、通常どおりで

塗装という形でやっております。原因としまして

は、台車を運ぶ際に、一時期新しい人が全部入っ

てやり始めたもので、皆さん壁にどかんどかんぶ

つけていってしまったものですから、どうしても

その壁の部分に傷がずっとつきまして、塗装がは

がれるような状態になってしまったので、保健所

のほうからちょっと指摘がありまして、食品に混

入するおそれがありますのでということで、その

後、ステンレスを張らせていただいた経緯がござ

います。 

○伊藤委員長 中村室長、大変失礼しました。 

  その他、質疑ございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 今のに関連するんですけれども、その

西那須野調理場で新しいのに被害が大きかったと

いう形なので、単なる地震の影響であったのか。

その辺はきちっと検証して、設計まではいきませ

んが、いろいろなところが甘かったと。そういう

のを全部把握して、今の糧にしようと、そういう

形にはなっていますか。幾つかで何かわかったと

ころがあれば。あとは、今言った業者のやたらぶ

つけるとかという、管理上の問題もありますから、

その辺の指導もきちっとしてあるのか。新しい業

者だからとか、そういうことは言えないので、そ

の辺もひとつ管理指導をやってきたのか、それを

明解にしてください。 

○伊藤委員長 山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 ただいま平山委員がおっしゃ

ってくれた人的な入れかえとかそういうことは、

当然自由になりませんので、そういった管理も含

め、今後も徹底した作業中の管理面、そういった
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ものは今後も検証、あるいは徹底していきたいと

考えます。 

  そのほか、その建築物の構造的な分野でも、そ

の被災後の建物の検証とか、そういったものにつ

いては、後先になるかもしれませんが、それはル

ールの点検作業を含めた中で、それを実質的にや

っていくということでございます。 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

  次第にはございませんが、教育総務課からその

他で何かございませんか。 

  山﨑教育総務課長。 

○山﨑教育総務課長 ございません。 

○伊藤委員長 それでは、教育総務課の常任委員会

及び決算審査特別委員会第２分科会を終了いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、10分間休憩をい

たします。 

 

休憩 午後 ２時２５分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは早速、学校教育課の常任委

員会審査に入ります。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  学校教育課長。 

○菊池学校教育課長 （議案第35号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることで、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を一たん

閉会し、決算審査特別委員会第２分科会審査に切

りかえます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊池学校教育課長 （認定第１号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、ハイパーＱＵってどうい

うことか、お願いします。 

○菊池学校教育課長 これにつきましては、学級の、

簡単に言うと、居心地を調べる調査です。児童生

徒の学級の中で、本市は不登校が非常に多い状況

なものですから、子どもたちの状況を先生と生徒、

それから子ども同士の関係を調べる、そういう調

査でございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 253ページの購入備品等の、サッカー

ボールとかゴールネットとかというのがあるんで

すが、これは各学校から計画的に、もう老朽化し

ているよといった部分でこういうものがあったり

とかというあれなんですか。例えばバックネット

等なんかは、そういった要望は出ていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○山﨑教育総務課長 私、発言してよろしいんでし

ょうか。所管、教育総務課なのですみませんが。 

○櫻田委員 じゃ、ごめんなさい、いいです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、248、小学校の図書購入費、

それから中学校のほうも対象になりますけれども、

一般質問の中でもやりましたけれども、この22年

度の決算の中で見ると、当初の図書購入費が一覧

表になっていますけれども、当初、小学校に関し

ては700万円、中学校に関しては500万円で、最終

的にこの３月議会の補正のところで、国庫補助金

ということで地域活性化、ここはあれでしたっけ、

地域活性化の光を注ぐ交付金だったですかね。あ

の部分で増額になった関係上、数字的にはふえて

いるわけですよね。500万の200万でしたっけね。

500万が小学校、200万が中学校ということで、私

が聞きたいのは、決算額として当然、その補正額

が乗って決算されていますので、当然、図書は買

われたんだなとは理解をするところなんですけれ

ども、非常に短い期間で図書を購入したというこ

とになりますよね。ましてや、それもすべての小

学校、中学校が対象になっているわけですから、

その辺が購入に際して、本当に欲しいものがとい

うんですか、必要とするものが購入できたのかど

うか、何かトラブル的なのはなく、スムーズに購

入はできたのか。 

  それから、一般質問の中でも、古い本の廃棄の

部分を指摘をしたわけですけれども、特にこうい

う短い期間ですから、そうなると書架なんかも果

たして足りたのかなという不安もあるんですね。

その辺をあわせてお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、256ページのマイチャレンジ推進事

業、高校でいけばインターンシップ的な事業に当

たるんだと思います。市内に幾つもの業者の方々

の協力を得て、この事業はもちろん成り立ってい

ることだと思うんですが、現在、参加企業という

のはどのぐらいあって、その中学校２年の生徒た

ちの反響、もうこれは10年からやってきている事
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業だと思うんですが、それと、その生徒たちを受

け入れた企業、業者の方々のご意見、そういった

ところをどういうふうに把握されて、この事業を

どう評価しているかということを、お聞かせ願い

たいと思います。 

  それから、ちょっとページがあっちいったりこ

っちいったりして申しわけないんですが、250ペ

ージとそれから257、小学校、中学校それぞれ就

学支援事業。先ほど課長の説明の中で、就学援助

費は要保護、それから準要保護、両方ともふえて

きているという説明があったわけですけれども、

今回の震災に関して言えば、震災がもたらして、

その中で要保護、準要保護、そういった児童生徒

には、対象にこの中では入っているのか、あわせ

てお聞かせください。 

○伊藤委員長 補佐。 

○人見学校教育課長補佐 図書館の３月末の補正に

つきましては、各校20万円という形で、均等割で

配当させていただきました。図書の購入の、要は

突然の予算配分で対応ができたかというふうな部

分なんですが、実際には次年度の予算を、実際に

はもう11月ぐらいには学校さんのほうにこちらか

ら調査をさせていただいておりまして、学校さん

のほうではある程度購入したいものというのが、

もう次年度である程度固まっているというふうに、

こちらの担当としては推察しておりまして、その

中で、要は必要なものを優先的に購入したという

ことで、特にトラブル等があったというふうな報

告はございませんでした。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 書架等については、これが使

えないものですから、確かに委員がご指摘のとお

り、書架が少ないというところが実際あります。 

  マイチャレンジにつきましては、当初の計画は、

県のほうからの補助金が来まして進めてきたもの

を、現在はすべて市費のほうで扱っております。

もともとは文科省のほうの指定で、関西の大震災

の折の、神戸市で子どもたちを復興のために、そ

れを元気づけようといった文科省のほうの施策だ

ったんですね。それを全国に広げようということ

でやっている事業です。 

  現在のところ、１人当たりの費用ということで

よろしゅうございますか。 

○吉成委員 いや、そうじゃなくて参加企業。 

○菊池学校教育課長 事業所数は544事業所になっ

ております。22年度ですね。22年度の事業が544

事業所。21年度は479事業所で、若干ふえていま

す。 

  評価については、学校側は非常に評価をしてお

ります。なぜかといいますと、地域の人たちに子

どもたちを預けますので、地域の子どもたちが自

分たちの子どもたちを育てようという雰囲気づく

りになりますし、厳しい指摘もされます。あいさ

つとか、そういうことをきちんと社会人としてき

ちんとやってもらいたいという、そういう習慣づ

けも、先生とは違った立場で指導してくれるので、

非常にいい事業だと思います。 

  ただ、事業所数はふえてはいるんですけれども、

やはりこういうふうな経済状況ですので、今回は

ちょっと遠慮したいということで、やはり事業所

数は、平成22年度はふえていますけれども、どち

らかというと、協力が得られにくいという現状が

あります。 

  以上です。 

○人見学校教育課長補佐 就学援助の関係につきま

してですが、こちらについては、22年度での対応

は特にありません。23年度、当初、４月１日の災

害対応の補正の中で、この就学援助に準ずる制度

ということで、被災地から被災をされた児童生徒

さんの対応ということで、実施をさせていただい



－137－ 

ております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解をいたしました。 

  マイチャレンジの件で、544事業所が手を挙げ

ていただいたというご報告がありましたけれども、

業種的にはどういった業種、何業種というんです

か、その中でやっぱり子どもたちの人気のある業

種というのが、当然これあるんだと思うんですね。

例えば、うちの子なんかも過去、４人とも経験し

ていましたけれども、女の子だとケーキ屋さんと

か、そういった経緯もあったものですから、そう

いう部分では、今の子どもたちの動向というのは

どういう業種に偏るとか、そういう部分というの

は見えていますかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 一概にはなかなか難しいと思

うんですが、飲食業については、これは子どもた

ちが多く希望します。ただ、やはり非常に事業所

の協力も得られるんですけれども、子どもたちの

要望がそのままかなえられるということは難しい

んですね。なぜかというと、これは職場体験では

なくて、あくまで社会体験事業なんですね。です

ので、さまざまな場所に行って、例えばお寺でも、

いろんな住職の修行をしたりとか、そういうこと

もできるものですから、職場体験ではないもので

すから、そういう意味で言うと、子どもたちの認

識がどうしても職場で働きたいという希望も多い

のは当然なんですけれども、業種とすれば、やは

り飲食業というか、食品関係のそういうふうな接

待業と。 

  あとは、近隣で言うと、いろんな遊戯施設、那

須動物園とか、それからハイランドパークとか、

そういうところ。それからあとは、公共施設でも、

市役所、それから学校、それから警察署、消防署

と、いろんな種々にわたっておりますので、やは

り一番業種が多いサービス業が多いというのが現

状です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。わかりました。 

  これ、先ほどの教育総務課のほうで説明はいた

だいたんですが、ただ中身をちょっと聞きたいの

で、あえてちょっと質問させていただきたいんで

すが、248ページの、要は市単独で雇用している

先生方、小学校、中学校、それぞれいますよね。

それで、学習支援、それから学級支援、生活相談

員、小学校で言えばですよ。22年度までは、当初

より生活支援員、これについては了解しています

ので、結構ですが、学習支援教師と、それから学

級支援教師、それぞれ立場というのはどういうふ

うな違いがあるのか。これは、学校教育課に聞い

ても差し支えないですよね。というか、学校教育

課のほうが。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 学習支援につきましては、学

力向上を図るために、教科別学習指導や、少人数、

チームティーチングで実施をしております。 

  学級支援については、発達障害関係のＬＤ、そ

れからＡＤＨＤ、広汎性発達障害という特別支援

が必要な児童生徒について、スムーズに学級支援

が図れるようにしております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 よくわかりました。 

  １年でかわっていく先生方が非常に多いんです

ね。それに対する、私はちょっと弊害があるよう

な気がするんですね。子どもたち、私たまたま小

学校のバレーボールの監督をやっていますけれど

も、当然、そこの子どもたちは、だれだれ先生い

なくなっちゃったとか、１年というパターンが非

常に多いんですね。その辺はどういうふうにとら
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えていらっしゃいますでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 さまざまなケースがあるんで

す。もちろん、一般の正式採用の職員と同等に、

非常に優秀な職員も、支援員もいます。ただ、や

はり経験が未経験で、非常に指導力が不足してい

る支援員もいます。そういう面で、個々の対応に

なってしまいますので、一概にこの支援員につい

ては継続してやってほしいということについては、

学校の校長のほうから一応調査をしまして、その

上で採用、再採用をしているという状況の現在で

す。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 小学校も中学校も、特別支援学級の

入級というか、就学者、対象者が増加していると

いう部分のところで、どういうことで増加してい

るというふうに分析なさっているかを教えていた

だきたいのと、あと、就学援助費と、小学校も中

学校も、準要保護をまぜると、割と人数的に大き

な人数になってきているんですけれども、これと

いうのは、近年このぐらいで推移しているのか、

変化があるとしたら、生活保護とかそういう部分

のところの増減と連動している部分があると思う

んですけれども、最近の傾向だとどういうふうな

増加をしているのかというところを、ちょっと教

えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 具体的に申し上げますと、就

学時健康診断というのが小学校１年生に入るとき

に、ご存じだと思うんですけれども、その前５歳

児健康審査というのもありまして、これについて

も、毎年毎年発達障害関係の子どもたちがふえて

きているのが現状です。 

  そういうことで、年々ふえているという現状と

理解しております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 補佐。 

○人見学校教育課長補佐 すみません、就学援助に

つきましては、21年、22年と、リーマンショック

以降、増加傾向にありました。本年度に入りまし

て、８月15日時点での数字なんですが、小学校で

328件、それから中学校で269件と、増加傾向にち

ょっと歯どめがかかっている状況がございます。

ほぼ安定してきたかなというふうなところでござ

います。 

  生活保護については微増でございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 この要保護とか準要保護ということ

で、就学援助費の扶助費として支給しているとい

う部分のところの、ボーダー的な部分のところで、

実際には困っている相談というのはどのぐらい、

最終的にはこれの該当にならなかったという相談

件数というのは、実際にはどのぐらいあるものな

んですか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○人見学校教育課長補佐 実際に該当にならなかっ

た事例が、今年度は１例ございました。世帯の所

得が基準額を超えていたというものでございます。 

  その後、毎月ある程度の数、申請が上がってき

ますが、その部分については特に基準を超えると

いうものはございません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、ある程度何らかの形

で、この就学援助を受けたらどうだろうかという

ことで見きわめて、支援に結びつけているような

部分のこれがあるので、そんなに何でもかんでも

とりあえず相談に行くとかということじゃなくて、

ある程度のそこに結びつくであろうという部分を
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つなげているという人がいるんだろうと思うんで

すけれども、その辺の役割はどなたがしているこ

とになるんですか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○人見学校教育課長補佐 基本的には学校が窓口に

なっていただいております。申請の際には、学校

長の意見を添付していただくようにお願いしてお

りますので、例えば給食費がなかなか納まらない

とか、共同購入費がなかなか納まらないといった

ような世帯について、学校側さんがある程度働き

かけをされて、調整の上、こちらに学校教育課に

申請書が上がってくるというのが実情でございま

す。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、ある程度学校側がき

ちんとその辺のところも配慮されていて、子ども

たちが困らないようなアドバイスがされていると

いうことで、もれてしまってつらい思いをしてい

るということは余りないというふうな解釈でよろ

しいでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 そのとおりです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 教育用パソコンなんですけれども、ど

のような利用の仕方をしているのか。パソコンを

使えるようになるのか、それともパソコンを使っ

て授業をしているのかと考えるのと、あと、パソ

コンを使えるようになるのであれば、そのレベル

というんですか、どういうところを目指している

のか。 

  それから、１人当たりが１週間なのか、１年間

にどれだけなのかわからないですけれども、どう

いうぐらいの頻度で使っているのか。 

  それから、パソコン１台、全体で契約はしてい

ると思うんですけれども、単価的な部分というか、

どういう条件で幾らぐらいで利用しているのか。

ある意味、これ買ってしまったほうがいいのでは

ないかという部分も含めて、契約の考え方。 

  それと、今ですから、もうパソコンというのは

当たり前なんでしょうけれども、全国的なパソコ

ンの利用、義務教育課程の指導に対して、那須塩

原市のレベルというのはどういう、さっきの教育

レベルと一緒ですけれども、どのくらいの位置づ

けなのかというあたりをお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 まず、子どものパソコンの使

い方、使用方法ですけれども、これは学校学校に

よっても違うんですけれども、基本的には小学校

から中学校までの９年間で、ある程度基本的な操

作、それから中学校においては、例えばホームペ

ージをつくるとか、そういうことで、各学校にお

いてある程度の基準というのを設けています。 

  ただ、現在は総合的な学習の時間という時間を

中心にやっているんですけれども、これが中学校

においては大幅に減ってくるんです。そうすると、

パソコンの利用ばかりはやっていられませんので、

そのパソコンの有効なところを使いこなす、つま

り授業でしっかり基本的なものを学んで、そして

パソコンでそれを例えば打ち出したりとか、ある

いは表計算を使ったりとか、ですから、現在の使

い方とすれば、当初は、小学校のレベルについて

はスキルアップのため、中学校にあってはスキル

アップではなくて、実際それを使ってプレゼンテ

ーションをしたりとか、そういう発表、コミュニ

ケーション能力を助けるためにやっていると思い

ます。 

  あと、契約のリース関係は。 

○伊藤委員長 補佐。 

○人見学校教育課長補佐 契約なんですが、現在は
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５年間、60カ月のリース契約の後に、市の所有に

なるという形の契約を締結しております。 

  パソコン１台の金額については、周辺機器も含

めてですので、ちょっと一概には申せないんです

が、10万から20万の間の機械を調達をさせていた

だいております。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 それと、レベルの問題ですけ

れども、これちょっと一概には比較はできないん

ですけれども、先ほど申しましたように、小学校

の低学年から段階的にスキルアップしております

ので、基本的には中学３年生の段階で、パソコン

を使って文章を書けるとか、あるいは表計算ソフ

トができるとか、この点については、各中学生が

できると思います。ただ、プレゼンテーションソ

フトを使うとなると、ちょっとレベルが高いんで

すけれども、これについてはちょっと全員が使え

るという状況ではなっておりません。 

  以上です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 あともう１点、要するに使うパソコン

ですけれども、生徒１人当たりが年間どれぐらい

使うというか、週でどれぐらい使っているか、そ

の辺はどうなんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 規模にもよるんですけれども、

全部、全学校、35校、パソコン教室にあります。

小学校は30台から40台、中学校も大体40台近くあ

るんですけれども、規模数によって、結局使う頻

度がやっぱり変わってきています。 

  ただ、しかし１週間に１回は使うような方向で、

各学校とも教育課程というか、時間割を組んでい

ると。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを、原案のとおり認定す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、学校教育

課から、その他で何かございませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課の常任委員会

及び決算審査特別委員会第２分科会を終了いたし

ます。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩をいた

します。 

 

休憩 午後 ３時０８分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、生涯学習課の皆さんがお見えになり
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ましたので、早速生涯学習課の常任委員会審査に

入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 議案第35号 平成23年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 （議案第35号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を一たん

閉会し、決算審査特別委員会第２分科会に切りか

えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 （認定第１号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 幾つかあるんですけれども、296ペー

ジ、博物館費なんですが、この金額だけぱっと見

て、ちょっと説明いただきたいなと思ったのは、

この中ほどに修繕料、これ全部読めないんですけ

れども、高久何とかと書いてあるんですね。この

修繕で273万というあたりの、なぜこれだけかか

るかというあたりと、もとの価値というのはどれ

ぐらいあるのか、内容をちょっとご説明願います。 

○伊藤委員長 館長。 

○金井那須野が原博物館館長 高久靄厓の西園雅集

図屏風というのが今回修繕をさせていただいた部

分になります。これにつきましては、その前年度

に、ある個人の方から購入させていただいたもの

でございます。これは、三十数年前に県立美術館

のときに展示をやった以後、幻になってしまった

ものなんですが、それがちょうど高久靄厓展をそ

の前年にやったものですから、そのときにその所

有者の方に来ていただいて、うちにこういうのが

あるという話になりまして、それでもう基本的に

家で持ちこたえられないという部分もありまして、

そのときの基本的評価が600万。でも、購入した

のは、本来は所蔵者が修復をして、普通は館に入

れるというのが普通なんですが、そのお宅もなか
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なかそこまではいかないということで、その差っ

引きをさせていただいて、200万で購入をさせて

いただいた。評価自体は600万の評価を、美術館

のほうの先生方からいただいているというような

内容です。 

  今回の場合、屏風なものですから、いわゆる軸

が12あると考えていただければいいのかなと。六

曲一双で、右と左にありまして、それが６枚ずつ

張ってあるということです。ですから、そこに本

当に12の軸幅があると想定していただければ、理

解しやすい。金額が金額なものですから、そうい

った形で、それをすべて、額縁も含めまして修復

をさせていただいたというような形で、これにつ

きましては、私の判断ですが、県の指定文化財は

十分たえ得るものであろうと思っておりますし、

県立美術館のほうでもって、それ以来幻になって

しまったものであるので、これは大変貴重である

と。それも、若いころの作品なんです。27歳のと

きの作品なんですが、これからがこの人の本領を

発揮する時代の最初の作品なものですから、時代

的にもかなり貴重なものという形で、この冬に、

これはお披露目の展覧会をやる予定になっており

ますので、ぜひ。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それから、ちょっと公民館、幾つもあ

るので、だーっと見たときに、光熱費があって、

電気、ガス、水道代が入っている公民館と入って

いない公民館があることの何かご説明と、あと、

金額がかなりいっているところがあるので、そこ

は何かそういう施設が使われ方に理由があるんだ

と思うんですが、追いかけていって、ちょっと説

明いただけるとありがたいなと思いました。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 すみません、全部見てなくて

申しわけないですが、電気、ガスは必ず使います

ので…… 

○鈴木委員 例えば、264ページは厚崎公民館かな。

ここは、電気、ガス、水道代という項目が上がっ

ていないかな。それに対して、あとそれからもう

一つ、多分269ページの鍋掛も、ちょっとざっと

見たので、なくて、あるところは、逆に270の東

那須野公民館などは177万ほど入っていますし、

西那須野公民館などは316万。それから、狩野は

100万で、275ページの南は170万と。ちょっとば

らつきがあるんですけれども、それから278ペー

ジの三島公民館などはもう474万という金額が出

ていますので、あと大山は入っていないかな。そ

の辺の違いの説明をお願いいたします。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 まず、入っていないで申しわ

けないですが、先ほど言った６館の、例えば厚崎

公民館は、多目的研修センターのほうに入ってい

ます。６館のほうに入っていると。大山公民館な

んかも、構造改善センターの６館のほうにこの数

字が入っている。建物のほうに入れてしまったと

いうことで、公民館のほうは別だということで、

あるところ、ないところがあるんですね。それで

別になっております。 

  これ自身の高い、安いというのは、施設とか利

用状況にもよって大分違ってくるということにな

るだろうかと思います。 

○鈴木委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、293、博物館の管理運営費

の10事業ですけれども、この中の博物館評議会委

員13名の方々で構成しているということですけれ

ども、具体的に何回ぐらい、年間会議を開いて、

どのような会議内容なのかを、まずはお聞きいた
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します。 

  それから、263ページ、今、鈴木委員のほうか

らもありましたけれども、公民館費、これちょっ

と全体的なことでお聞きをいたします。黒磯地区

に関して言いますと、その管理という、報酬とい

う部分で言うと一番わかりやすいんですかね。副

館長さん、必ずいますよね。でも、西那須、塩原

地区に関してはいらっしゃらないんですね。それ

から、公民館運営協力員、これも黒磯地区は、館

によっては10名以上いたりします。西那須地区は

やっぱり、塩原地区も含めていらっしゃらない。

それから、分館長、各自治会なんかの分館長がい

らっしゃいますけれども、そういった人たちも入

ってきているわけですけれども、その運営の仕方

が、当然合併して、まだ統一されていないという

のが一番の原因ではあると思うんですが、同じや

っぱり15館、公民館があって、運営自体がちょっ

と違うやり方、運営自体は同じなんですかね。人

事配置が違うというやり方がどうなのか。今後ど

のように考えていくのかということを、お聞かせ

願いたいと思います。 

  それから、296ページ、先ほど那須野が原博物

館、今回、平成22年度は大恐竜展をやったと。私

も委員長と一緒に見ました。よかったなと思った

んですが、ここでこの大恐竜展の、例えば報償金

であったり、印刷製本費であったり、消耗品、そ

れから大きなもので言えば、委託料ということで

運搬であったり、そういった、ディスプレー料も

そうですけれども、全部ばらばらにこうなってい

るので、この大恐竜展が実際には幾らかかったの

かというのを、ちょっとトータルで教えていただ

きたいと思います。確かに入場者数としてはすば

らしく伸びているので、その評価は当然されてし

かりだと思うんですが、経費の部分でどのぐらい

かかったのかというのをお聞きをいたします。 

  それから、299ページ、青少年費の中の洋上学

習の点ですけれども、毎年、洋上学習、青少年健

全育成事業ということで、北海道に行っているわ

けですね。ここには参加者数がちょっと出ていな

いのでわかりませんけれども、21年の実績を見る

と、児童80名、それから指導員が14名ということ

で、参加していますというふうになっているんで

すね。22年度の実績がどうかということと、それ

と、この事業も最近始めた事業じゃなくて、長く

続いてきている事業なわけですね。事業としての

評価をどのように考えているか、今後も続けてい

くのか、それから改善すべき点なんかはないのか、

それをあわせてお聞かせ願いたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 金井館長。 

○金井那須野が原博物館館長 それでは、博物館の

ほうの博物館協議会のほうの件なんですが、ご説

明いたします。全部で15名になります。学校の先

生を入れまして15名ということで、委嘱をさせて

いただいております。 

  会議回数は、年間につきまして６回ほど行って

おります。特に諮問をさせていただいて、２年間

かけて答申をいただくというような形で、これは

開館当時から、まだまだ博物館は開館したてとい

うほどでもないんですが、していましたので、こ

れからの方向性というものを市民の方々に、ある

意味広報いただくという部分もありまして、協議

会に諮問をかけて、今回４回目になります。特に

市民との協働という部分を博物館の一つの柱とし

まして、そちらで答申をいただくというような形

で、年12回の会議を開催というような形で、予算

をいただいております。 

  あわせまして、博物館のほうの教育普及、昨年

度大恐竜展の開催をいたしましたが、予算のほう

ですが、予算額としましては1,070万8,000円にな
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ります。実際の支出は1,035万2,000円ほどかかっ

ています。通常で言いますと、特別展の倍、通常、

500万、600万程度で特別展をやっていますが、今

回の場合はその倍ぐらいの金額をかけております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 阿美課長。 

○阿美生涯学習課長 263ページの黒磯公民館の関

係でいただいたんですが、西那須野地区の関係と

運営が違うんじゃないかと。公民館副館長、分館

長、協力員。確かに合併する前から、黒磯地区は

こういう形態、副館長、分館長、協力員が10名で

すが、やってきました。西那須野についてはこう

いうシステムではなくて、コミュニティという組

織が立ち上がっていましたので、コミュニティの

ほうに補助金18万ほど出しています。確かに、今

言われたとおり、違いがあるものですから、実際

に私も来てから、違いがあってはまずいんじゃな

いかということで、内部的にどうあるべきかとい

うのを、去年もしていますし、ことしも協議をし

ているところです。なるべく同じような方法でい

ければなと。 

  ただ、長い歴史があるものですから、一遍に変

えられないという事実もあるので、今すぐという

わけではないんですが、徐々に同じような方向に

向かっていきたいというふうに考えているところ

です。 

  次に、290ページの洋上北海道の話があったと

思うんですけれども、22年も21年と同じ人数です。

子どもたちは80人ですね。指導員が14名で行って

おります。これの実績は、今見たとおりなんです

が、事業の評価としては、確かに、私も実際行っ

てみたんですけれども、行ってみた結果と子ども

たちの顔とアンケートを見ると、確かにいいとい

うふうに、私は思っています。評価としても、子

どもたちのことを考えると、こういう事業はやっ

ていきたいと。４日、５日なんですけれども、小

学校６年生が５日間離れてうちから離れていくと

いうのはないということなものですから、私ども

としては、これは今後とも実施をしていきたいな

というふうに考えているところです。たまたま今

年度は、帰りが結構大雨が降って、ちょっと帰っ

てこられなくて、ぐるっと回って12時ごろ帰って

きたんですけれども、それでも子どもたちにはい

い思い出になったというふうに思っているところ

です。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の説明いただきましたので、大方わ

かりました。 

  何点か、ちょっともう一度確認させていただき

たいのは、那須野が原博物館の大恐竜展の件で、

先ほど、通常の特別展から見れば、費用としては

約倍ぐらいかかりましたということだったわけで

すけれども、この大恐竜展をやろうという発想は

どこから生まれてきたのか、ちょっとお聞かせを

願いたいのと、それと、入場者数が伸びた部分で

は、もう完全にこの特別展が一番の要因だったと

いうとらえ方でよろしいんでしょうか。 

  あと、公民館の運営に関して、今、課長のほう

から検討をずっと進めてきているところなんだと

いうお話がありました。当然、長い歴史があると

いうのも、私自身もこれは理解をしているわけで

すけれども、やはり合併というのはそういうとこ

ろを変えていかないと、やはり合併の意味合いと

いうのは生まれてこない部分もあるんだろうと思

うんですね。難しいとは思います。特に末端に一

番近い事業がこのコミュニティであり、また公民

館事業ということですから、それを運営する側、

特に地域の方々が深く携わっているということを

考えると、簡単に変えていくというのは難しいと
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は思うんですが、ぜひ努力をしていただいて、や

はり同じ地域に住んでいるわけですから、運営自

体は極力同じような形がいいんじゃないかと。 

  それと、あわせてもう一つ、これは以前に部長

にもちょっとお聞きをしたことがありましたけれ

ども、公民館の図書に関して、やはり黒磯地区と、

それから西那須地区は、かなりの差があるわけで

すね。その辺は今後どういうふうに改善をしてい

くのかというのを、あわせてお聞かせ願いたいと

思います。 

  それから、洋上学習についてはよくわかりまし

た。 

  以上です。 

○伊藤委員長 金井館長。 

○金井那須野が原博物館館長 大恐竜展につきまし

ては、まず、塩原地区に化石が産出すると。木の

葉化石というのもあるんですが、木の葉化石は、

大陸になってからでして、海の状態の中で、貝化

石というのが、特に那須塩原市の塩原、関谷、金

沢地区あたりでは、かなり豊富に取れるというこ

とで、県内外に知られている場所でもあります。 

  そういったところを一つの要因としまして、特

に恐竜につきましては、ことしも県立博物館で実

施をしておりますけれども、大変人気があるとい

う部分も含めまして、やはり皆様にこういった形

で博物館を知っていただくという一つの根底には

あって、まず卑近なといいますか、子どもたち、

大人の方たちも含めまして、入ることによって、

今後の部分も想定しながらやっていきたいという

ようなところで、今回の恐竜展のほうを開催した

わけです。 

○伊藤委員長 図書館長。 

○川崎西那須野図書館長 図書館のほうですが、先

ほどありました分室ですね。西那須野、黒磯、規

模がかなり差があるとございますが、確かに合併

前、西那須野町、それから黒磯市の方針の違いと

いいますか、地理的にも西那須野地区につきまし

ては、各小学校、６校あるんですが、そこに公立

の公民館がそれぞれ設置されているということで、

学校の学校図書を兼ねて、公民館に職員を配置し

て、図書館機能を果たすということで進めてまい

りました。 

  その後、合併によりまして、黒磯地区につきま

しては、中学校区ごとに公民館が設置されており

ます。各小学校への対応につきましては、公民館

を通じて図書館職員がわざわざ学校に図書を配達

というような仕組みで来たものが、今回の合併で

一緒になったものですから、その辺の統制といい

ますか、協議は、合併後に協議するということに

なっております。 

  現在は、やはり分室は図書館から遠い方に対し

てのサービスということでありますので、黒磯地

区の各公民館に設置されております分室について

も、西那須同様、充実していくという答申もいた

だいておりますので、そちらに向けて、現在は準

備しているところでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 119ページから120ページのところで、

放課後児童クラブのところの公設民営のクラブと、

あと民設民営のクラブとありますけれども、この

ところの質を、子どもを預かる施設ですので、施

設というか、運営の質を担保するために何かお考

えになっていることというのはないでしょうか。

民設民営のところで、こういう運営の仕方はいか

がなものかということで、市民から相談を受けて、

それについては担当課のほうで対応してもらった

ことがあるんですけれども、その後、何かこれに

ついて、この22年度、考えを受けて考えているよ
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うなことがあるかどうかを聞かせてください。 

  それと、次に、259ページのところで社会教育

委員会があると思うんですけれども、先ほど博物

館のところでも、博物館の協議会のほうからそこ、

諮問をして、２年ごとにもう４回諮問をして、そ

れでそれなりの提言をいただいているという、本

当なら社会教育委員会というのは、それがおはこ

のような委員会なんですけれども、なかなか公民

館幾つもあって、運営もまちまちになっていて、

とても市民へサービスをするところではないなと

いう運営がされているところにも出くわしていた

りするものですから、その辺のところで社会教育

委員会というもののあり方を何か考えているかを

聞かせていただいて、その中で、生涯学習推進事

業などのところの内容的なものも話し合われてい

るのかどうか、ちょっと質疑のところでやったん

ですけれども、宇都宮共和大学の開放講座という

ことで、大学は地域貢献ということで、大学の力

を、さまざまな力を持っていると思うので、それ

を地域の人に貢献するということで、各大学、今

は生き残りとして積極的にやっていく中、那須塩

原市は逆で、共和大学のために、何か地域貢献の

ための講座を開いてあげているような、逆の状態

が起きているので、その辺に関してもちょっと意

見を、どういうふうにとらえているのか聞きたい

ということ。 

  それと、293ページの博物館は、今回も質疑の

中で、大恐竜展のおかげで入館者が多くなったと

いうことで、何人からか質疑が出ていたと思うん

ですけれども、きっとそういうこともあって、博

物館の存在価値というのが大分知られてきている

ので、こんなことを心配することはないんだろう

と思うんですけれども、美術館とか博物館を指定

管理者でやって、美術館なんかも指定管理者でや

ってしまって、失敗してまた戻しているというよ

うな、そんな何か指定管理者に何でも出さなけれ

ばいけないみたいなことをしてやってしまったと

ころがあるんですけれども、那須塩原市の博物館

においてはそんなことはないと思うんですけれど

も、その辺の指定管理者という部分のところは、

もうなくなったと解釈していいかなと思うんです

けれども、その辺いかがか、お聞かせください。 

○伊藤委員長 答弁を求めます。 

  阿美課長。 

○阿美生涯学習課長 児童クラブの話があったかと

思うんですけれども、運営について、ばらばらと

いうんですか、そういう話だったですかね、最初

の話は。 

○早乙女委員 問題のある運営がなされていたとこ

ろがあったので、質をどう担保していくのかとい

うことがちょっと気になったので。 

○阿美生涯学習課長 質を担保という、何と答えて

いいのか、難しいところなんですけれども、これ

は私のほうで事業を委託しているわけなので、私

どものもとで事業のほうを実施をしておりますの

で、何かあれば当然私のほうの、生涯学習課の中

の対応という形になると思うんですが、全体の中

で、確かにバランスが悪いところがあったりする

ものですから、那須塩原全体の中で、黒磯、西那

須、塩原なんですが、全体の中でうまく運営でき

るような協議会等を、今後つくっていって、同じ

ような管理をしていきたいなというふうに考えて、

地元というか、クラブの方と協議をしているとこ

ろでございます。 

  次に、259ページの社会教育委員の関係がござ

いましたけれども、社会教育委員については、今

まで２回ほどやって、昨年から回数については３

回ほど、実施をしているところです。なるべく多

く意見を聞きたいということもあったものですか

ら、ワーキンググループに分かれていろんな意見
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を聞いて、内容の充実を図っているところです。 

  また、23年度についても、できれば、今予定な

んですけれども、答申、生涯学習のあり方みたい

な形になってしまうかと思うんですが、諮問をし

て答申をいただこうかというふうに、今のところ

は考えているところです。 

  次に、共和大学の関係なんですけれども、確か

に今、10月から開放講座を大学で４回ほど実施を

する予定でいます。これについては、確かに今、

大学を利用しているというのは、大学というキャ

ンパスで講義を受けるということが、市民の方は

余りないというようなことあったりしたものです

から、当然これを利用させてもらってはおります

けれども、あと内容的にも共和大学にお願いして

いる部分もたくさんあるんですが、これについて

は共和大学を助けるとかということではなくて、

市民の学習機会の提供ということで考えていると

ころです。 

  また、ちょっと話がそれて申しわけないんです

が、宇都宮共和大学との講座のほかに、今、検討

中なんですが、24年から市民大学ということでど

うかなということで、今、検討をしているところ

です。２つのブロックに分けて、コースを幾つか

決めまして、授業といいますか、講義を100回受

ければ、ここではこの人は地域の指導者として認

めるとか、そんな構想なのではありますが、そん

な方向で市民大学を検討はしているところです。 

  博物館の指定管理の話なんですけれども、今の

ところ、博物館の指定管理は検討はしておりませ

んので、ここもちょっと何ともわかりませんけれ

ども、今のところは指定管理の必要性はございま

せん。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 社会教育委員会って、諮問してとい

う、そういう位置づけの委員会だというふうに私

は理解していたんですけれども、どうも余り諮問

機関として有効に活用していないというふうに思

われますので、ぜひ社会教育委員会として、本当

にここを社会教育法のかなめのような委員会です

ので、これをただ設置しているというのではなく

て、本当に社会教育を充実させるためには、社会

教育委員会を有効に機能させていただきたいなと

いうふうに思いますので、ぜひ諮問して、諮問し

なければならない内容というのはいっぱいあると

思いますので、ぜひ諮問して、それで答申をいた

だくということをやって、ただ委員会を設置して

いるのではなく、それを有効に動かしていただき

たいというふうに思います。 

  あと、共和大学のところは、私はもう共和大学

にこだわらずに、もっと広い意味でのこういう大

学の、それこそ大田原なんかだったら、医療福祉

大が市民ナイトセミナーとかやっていて、結構タ

イムリーな講座を大学が主催して、大学の能力を

フルに生かして講座をやっているとかということ

を見ると、それだからそこに大学がある意味があ

るのに、みんな引き上げてしまって宇都宮に行っ

てしまっている大学が市民講座をしても、地域貢

献がどうなされるんだろうかということと、今回

は震災があって、ゼミの先生が観光地が閑古鳥が

鳴いているからといって、ゼミを開催するんだと

いったところが日光だったと。共和大学から忘れ

られているよね、私たちの地域はというようなと

ころ、大学自体に私たちはきっと忘れられている

んだと思うので、余りここの大学に固執せずに、

宇都宮大学もあるし、ほかの大学もありますので、

そういうところの同じ県内にどうせあるだけだか

ら、そういうところに地域貢献をしてもらうとい

うことで、ぜひちょっと見直しをしていただけた

らというふうに思います。 
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  あと、博物館のところは指定管理者なんかでや

るようなものではないというふうに思うので、そ

こは考えていないということをお聞きできて、ち

ょっともう、指定管理者のあのはやりでやったと

いう部分も一段落したのかなと思うので、それを

また検討するということはないんだろうというふ

うに思うんですけれども、図書館もということに

なってしまったので、ちょっと心配で聞いただけ

ですので、それがすることはないだろうという確

認がとれたので、それはもういいです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、生涯学習

課から、その他で何かございませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、生涯学習課の常任委員会

及び決算審査特別委員会第２分科会を終了いたし

ます。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。10分間休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時２４分 

 

再開 午後 ４時３１分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  それでは、スポーツ振興課の皆さんがお見えに

なりましたので、早速スポーツ振興課の常任委員

会審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 議案第35号 平成23年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 （議案第35号について

説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 歳入はどうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 歳入は、保健体育費の

ほうは一般財源ということで、災害復旧費のほう

はうちの所管でないので、ちょっとわかりません。 

  今、説明した３件の財源につきましては、一般
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財源ということでなっております。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  委員。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第35号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を一たん

閉会し、決算審査特別委員会第２分科会審査に切

りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 （認定第１号について

説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、１点だけお伺いしたいんで

すが、304ページ、305ページ、306ページなんで

すが、体育施設の利用状況が減少しているという

ことは、本市としては今後、限りなく365日利用

に持っていきたいのか、そういった減少に伴って

の利用日数は、これから上げていくという努力を

するのか、それとも、現状のままこの流れを見て

いくのかという部分の基本的な考えをお伺いしま

す。 

○伊藤委員長 鮎ケ瀬課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 そうですね、今までは

こちらから積極的に利用者をふやすというような

ことは特にやっておりません。市の主催のいろん

なスポーツ普及事業とかあるんですが、それにつ

きましても例年どおりの人数しか来ない。結構努

力というか、そういうのはやっているんですが、

今後、この減少しているという原因をよく探して、

それに対処していきたいとは思っております。 

○伊藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 減少の理由は、施設の不備が原因だと

は思いませんか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 私、個人的には特に施

設の不備とは思っておりません。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 一般質問等でも出ていた青木サッカー

場なんですけれども、ここでまた利用状況が余り

実際には出ていないんですが、これだけ費用をか

けているので、スポーツ振興課で管理だけしてい

るのではなくて、企画とタイアップしながら年間

計画を立てて、もっと広く使えるような考え方と

いうのは、岡本議員の質問の中であったと思うん

ですけれども、そういうことは、今どのように検
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討されているんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 私はあくまでもスポー

ツ振興課という、その殻の中に閉じこもった仕事

というか、私どもとしてはあくまでもスポーツ関

係だけという考え方でやっております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、そういうことはじゃあこ

こじゃなくて、企画部と話をしてくれということ

になりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 青木サッカー場につき

ましては、毎年春先に、青木地区の青木農業祭で

すか、そういうふうに教育部以外から使わせてく

れというような話が来ますので、こちらが待ち状

態というか、こちらから企画部に仕掛けてくれと

いうことはちょっと申し上げられませんので。 

  以上です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 私もちょっとスポーツ振興課の役割と

いうことがまだ明確に理解していないのかもしれ

ませんけれども、とりあえずこの青木サッカー場

のことは了解しました。 

  それで、やっぱり市の、ここは福祉課も含めて

なんですけれども、やっぱりメタボみたいな話も

ありましたので、やっぱり市民がもうちょっと運

動する機会をつくって、汗をかいて、健康増進に

努めるような機会を持てるような施策というんで

すか、そういうものをスポーツ振興課の中でも利

用日数の話も出ていましたけれども、利用者数と

か、そういったものを上げるような施策というも

のをとれたらいいなというか、とっていただきた

いと思うんですけれども、その辺はどんなふうに

考えておられますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 平成21年３月でしたか、

スポーツ基本計画というのを策定しましたけれど

も、あの中身を見ますと、やはり傾向とか、そう

いう部分も出てきていますので、一部国とかから

健康調査等、関係来ていまして、その担当部署と

連携してやるのはやっていますので、それをさら

に進めるかどうかは、ちょっとこれから検討して

いきたいと思います。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、せっかくですから、ちょっ

と数字的なことを確認させていただきたいと思い

ます。 

  304ページの、先ほど説明の中にもありました

けれども、那珂川河畔公園のプール改修が、昨年

改修したわけですね。44日間で１万7,920人の方

が利用されたというデータが出ています。改修前

の人数と比較した場合にどの程度の伸びがあるの

かというのを、１点、お知らせください。 

  それから、続いて105ページの学校開放事業な

んですが、実際に学校開放で体育館等を使用しま

した。その中に備品等が当然ありますよね。その

備品が壊れたりした場合、修繕、それから備品の

新たなものの購入を願い出るのは、学校なんでし

ょうか、それともスポーツ振興課のほうに、学校

を通すとなかなか進まない気がするんですが、そ

ういった場合には直接スポーツ振興課のほうに申

し出をするということでよろしいのか、その２点

をまずお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 まず、那珂川河畔公園

プールなんですが、皆さんご存じのとおり、去年、

物すごい猛暑ということで、オープンしていたこ

ろから比べると、かなりの数字が伸びております。
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パーセントは、ちょっと今、私持っていないんで

すが。 

○伊藤委員長 補佐。 

○矢部スポーツ振興課長補佐 正確な数字ではない

んですけれども、１万人弱、9,000人ぐらいふえ

ております。 

○伊藤委員長 係長。 

○後藤スポーツ振興係長 学校開放事業の件でござ

いますけれども、学校開放事業の体育施設の備品

の修繕についてでございますけれども、学校と教

育総務課の担当と、スポーツ振興課と相談をしな

がら、壊れたときには協議して対応しております。

22年度も黒中ナイターのナイター板の修繕、それ

からバレーボールの支柱の修繕を、実際行ってお

りますので、教育総務とスポ振で協議しながら、

修繕を行っていきたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、どちらに申し出をしてもいいと

いうことでよろしいんですね。 

○後藤スポーツ振興係長 はい、いずれにしても両

方にお話はいきますので。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと１点、これは部長のほうにちょっ

とお聞きしたいと思います。 

  300ページ、ここに以前からありますけれども、

補助金ということで、トライアスロン事業。もち

ろん、ハーフマラソンもそうですけれども、トラ

イアスロン事業のほうが古いわけですよね。これ

は、旧黒磯時代は、もし間違っていたら訂正願い

たいと思うんですが、東日本学生トライアルだっ

たと思うんですね。の予選という形でスタートし

たんだと思います。当時はスタート時は300万の

補助金でスタートしていますので、今はその半分

ということなんですけれども、実際にデータを見

ると、287人、22年度は参加しているということ

なんですが、どうしても我々すぐ考えてしまうの

は、宿泊なんかは市内に泊まっていただいている

んでしょうかとか、そういった部分を非常に気に

するわけですね。 

  ハーフマラソンに関しても、このハーフマラソ

ンのほうも徐々にふえてきていると思うんですが、

2,685名が去年参加をされているという実績があ

ります。そういう中で、どのぐらいの方がやはり

市内に前泊をされるというようなことも、データ

としてもし入れられるのであれば、逆に調査をし

ながらとか、そういうことも必要なのではないか

と。それがやはりこの補助金の有効な使われ方で

じゃないかと思うんですが、もしご答弁いただけ

れば。 

○平山教育部長 ちょっと細かい数字があれという

のはできないんですが、トライアスロンの場合、

経緯とすると、今言われたように、もともとは福

島病院の福島先生からの発端で始まったやつだっ

たんですけれども、それはいずれにいたしまして

も、相当数の方が市内に泊まっているというふう

に思っています。ただ、宿泊施設に泊まっている

とは限りません。学生ですから、安いところに泊

まって、駅前のヨークベニマルあたりに相当買い

物に来ていますので、自分で自炊というんですか、

どういった宿泊形態をやっているかわかりません

が、そういった形で、相当この地元で消費はして

いると思うんですが、宿泊施設だけとは限ってい

ないと思います。 

  ハーフマラソンの場合は、これはどれぐらいが

市内に泊まっているかというのがわかるかどうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○後藤スポーツ振興係長 数字的なものは、ちょっ

と本日持ってきておりませんけれども、今、交通

網の発達ですね。新幹線、それから那須塩原市は、
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おかげさまで黒磯板室インター、西那須野塩原イ

ンターがありますので、当日の朝来て、当日帰ら

れるというお客さんが多いということです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実態としては多分そうなんだろうなと

思うんですが、やはり、繰り返しになりますけれ

ども、補助事業でやっているだけですから、その

辺はアンケートをとるということはそんなに難し

いことではないと思いますので、そういったアン

ケートもとりながら、少しでも那須塩原市をＰＲ

するということに役立てたらどうかなということ

です。 

○平山教育部長 わかりました。そのようなあれで

ちょっと…。 

○矢部スポーツ振興課長補佐 １点、訂正をさせて

ください。プールの利用者、6,440名増というこ

とです。 

○伊藤委員長 ただいま５時１分前になっておりま

す。スポーツ振興課のこの審査を終わらせてから

終了したいと思いますので、よろしくご審議くだ

さいますよう、お願いいたします。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 最後になんですが、第５回那須塩原ハ

ーフマラソン事業補助金650万なんですが、去年、

今年度の事業で、千葉すず選手がゲストで来たと

思うんですが、幾らぐらいかかったんでしょうか。

１点だけお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○鮎ケ瀬スポーツ振興課長 70万でございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを、原案のとおり認定す

べきものとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、スポーツ

振興課から、その他で何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、スポーツ振興課の常任委

員会及び決算審査特別委員会第２分科会を終了い

たします。お疲れさまでした。 

  それでは、以上をもちまして、教育部所管の常

任委員会及び決算審査特別委員会をすべて終了い

たします。 

  委員の皆様におかれましては、この場でお待ち

ください。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 それでは、次第の４番、その他に入

ります。 

  本委員会及び特別委員会第２分科会の審査報告

書は、本職が作成し、議長に提出いたしますので、
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ご一任くださいますよう、お願い申し上げます。 

  また、討論通告の締め切りは15日午後５時とな

っておりますので、遺漏なきようお願いいたしま

す。 

  次に、閉会中の審査、調査申出書を議長に申し

出たいと思いますので、その件について協議をい

たします。 

  事務局からの申出書の説明をお願いします。 

〔「委員長の一任にさせていただいたほう

がいいと思います」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ただいまの言った申出書なんですが、

皆さんのお手元にあると思うんですが。 

  大変失礼しました。この申出書につきまして、

これ委員長と副委員長一任という形でよろしいで

すか。 

〔「お願いします」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 はい。ということで対応しますので、

よろしくお願いします。具体的な調査内容につい

ては、後で協議をいたします。 

  ほかに何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 私のほうから、この前、メーリング

リストの話をしました。それでちょっと調べてみ

たところ、メーリングリストを、無料のメーリン

グリストと、また有料のメーリングリストがあり

ます。ただ、一番安いのをはかってみますと、年

間3,000円ぐらいかかるんですね。ということは、

あの有料じゃなくて、無料で、体験というか、今

回練習という形の中でやりたいと思いますので、

無料の形で一たん皆さんに諮って、無料を登録し

ますので、そうしたら皆さんにいろいろアドレス

とかもらって、それで一応練習で１回対応してみ

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○鈴木委員 ちょっといいですか。それはここの協

議で。そのやつだと。だから議会全部でやれば、

委員会ごとにつくって、30人の議会の中で全部で

きるようになるんだよね。それは知っていますよ

ね。 

○伊藤委員長 それは全部伺っています。わかって

いますが、今回提案したのは、福祉教育だけなも

のですから、その中で練習的な部分で対応できれ

ばと思っております。 

○鈴木委員 了解です。 

○伊藤委員長 よろしくお願いいたします。 

  じゃ、これをもちまして、福祉教育常任委員会、

決算審査特別委員会第２分科会を全部終了いたし

ます。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時０５分 

 




